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三重大学大学院学則（案） 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 2条の 2) 

第 2章 組織(第 3条－第 6条の 2) 

第 3章 大学教員組織(第 7条) 

第 4章 運営組織(第 8条－第 9条の 4) 

第 5章 学年，学期及び休業日(第 10条) 

第 6章 標準修業年限及び在学期間(第 11条－第 13条) 

第 7章 入学(第 14条－第 22条) 

第 8章 教育課程(第 23条－第 28条の 3) 

第 9章 休学，留学，転学，退学及び除籍(第 29条－第 35条) 

第 10章 課程の修了及び学位(第 36条－第 46条) 

第 11章 教育職員免許(第 47条) 

第 12章 賞罰(第 48条) 

第 13章 科目等履修生，特別聴講学生，研究生，特別研究学生及び委託生(第 49

条－第 53条) 

第 14章 検定料，入学料及び授業料(第 54条－第 58条の 2) 

第 15章 雑則(第 59条) 

附則 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この学則は，国立大学法人三重大学学則(以下「本学学則」という。)第 3条

第 2項の規定に基づき，三重大学大学院(以下「大学院」という。)について必要な

事項を定める。 

(目的) 

第 2条 大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，地域社会

及び国際社会における文化の進展に寄与することを目的とする。 

第 2条の 2 研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的は，各研究科において，別に定める。 

第 2章 組織 

(研究科及び課程) 

第 3条 大学院に，次の研究科及び課程を置く。 

人文社会科学研究科 修士課程 

教育学研究科 専門職学位課程 

医学系研究科 修士課程 

博士課程 

工学研究科 博士課程 

生物資源学研究科 博士課程 
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地域イノベーション学研究科  博士課程 

2 医学系研究科(看護学専攻に限る。)，工学研究科，生物資源学研究科及び地域イ

ノベーション学研究科の博士課程は，これを前期 2 年の課程(以下「博士前期課程」

という。)及び後期 3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し，博士前

期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

3 教育学研究科に，専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準(平成 15年文部科

学省令第 16号)第 26条第 1項に規定する教職大学院の課程を置く。 

(修士課程) 

第 4条 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能

力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

(博士課程) 

第 5条 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又

はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎

となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

(専門職学位課程) 

第 5条の 2 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学

識及び卓越した能力を培うことを目的とし，そのうちの教職大学院の課程は，専

ら小学校，中学校，高等学校及び中等教育学校(以下「小学校等」という。)の高度

の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目

的とする。 

(専攻及び収容定員) 

第 6条 研究科に置く専攻及びその収容定員は，次のとおりとする。 

研究科 専攻 

修士課程 博士課程 
専門職学位課

程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

人文社会科学研究科 地域文化論専攻 8 16 
        

社会科学専攻 7 14 

計 15 30         

教育学研究科 教職実践高度化専

攻  
        25 50 

計       25 50  

医学系研究科 医科学専攻 5 10     

    

看護学専攻 

デジタルヘルス専

攻 

8 

10 

  

16 

20 

  

3 

 

  

9 

 

  
生命医科学専攻     45 180 

計 23 46 48 189     

工学研究科 機械工学専攻 55 110         
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電気電子工学専攻 45 90  

電子情報工学専攻 10 20  

応用化学専攻 56 112  

建築学専攻 20 40  

情報工学専攻 30 60  

材料科学専攻 6 18 

システム工学専攻 10 30 

計 216 432 16 48  

生物資源学研究科 資源循環学専攻 23 46 4 12 

共生環境学専攻 26 52 4 12 

生物圏生命科学専

攻 
39 78 4 12 

計 88 176 12 36  

地域イノベーション

学研究科 

地域イノベーショ

ン学専攻
15 30 6 18  

2 人文社会科学研究科地域文化論専攻及び社会科学専攻については，大学院設置基

準(昭和 49年文部省令第 28号)第 3条第 3項の規定に基づく 1年以上 2年未満の標

準修業年限であるコース(以下「短期在学コース」という。)を含むものとする。 

3 教育学研究科，医学系研究科，工学研究科，生物資源学研究科及び地域イノベー

ション学研究科に教育・研究上の目的を達成するための教員組織として，講座等

を置く。

4 講座等に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究科附属の教育研究施設) 

第 6条の 2 大学院に次の研究科附属の教育研究施設を置く。 

生物資源学研究

科 

紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター，練習船勢水

丸 

2 研究科附属の教育研究施設は，本学の教育・研究上支障がないと認められる場合

には，他の大学等の利用に供することができるものとする。 

3 研究科附属の教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

第 3章 大学教員組織 

(大学教員組織) 

第 7条 大学院の授業及び研究指導は，各研究科ごとに大学院設置基準又は専門職大

学院設置基準に定める資格を有する大学教員が担当するものとする。 

第 4章 運営組織 

(教育研究評議会等) 

第 8条 大学院の教育研究に関する重要事項の審議は，教育研究評議会において行う。 

2 研究科に関する重要事項を審議するため，人文社会科学研究科及び教育学研究科

に研究科委員会を，医学系研究科，工学研究科，生物資源学研究科及び地域イノ

ベーション学研究科に研究科教授会(以下「研究科委員会等」という。)を置く。 
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3 前項の研究科委員会等に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究科長) 

第 9条 研究科に研究科長を置く。 

2 研究科長は，当該研究科の教授(医学系研究科にあっては，医学部の教授を含

む。)をもって充てる。 

3 前項の規定にかかわらず，人文社会科学研究科長及び教育学研究科長にあっては，

当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし，学部の長が研究科担

当の教授でない場合は，当該研究科委員会から選出された教授をもって充てる。 

(副研究科長) 

第 9条の 2 研究科に副研究科長を置くことができる。 

2 副研究科長は，当該研究科の教授(医学系研究科にあっては，医学部の教授を含

む。)をもって充てる。 

(専攻長) 

第 9条の 3 専攻に専攻長を置くことができる。 

2 専攻長は，当該専攻の教授をもって充てる。 

(研究科附属の教育研究施設の長) 

第 9条の 4 研究科附属の各教育研究施設に長を置き，当該研究科の教授又は准教授

をもって充てる。 

第 5章 学年，学期及び休業日 

(学年，学期及び休業日) 

第 10条 学年，学期及び休業日については，本学学則第 36条から第 38条までの規

定を準用する。 

第 6章 標準修業年限及び在学期間 

(標準修業年限) 

第 11条 修士課程の標準修業年限は，2年とする。ただし，人文社会科学研究科地

域文化論専攻及び社会科学専攻の短期在学コースの標準修業年限は，1年とする。 

2 博士後期課程の標準修業年限は，3年とする。 

3 医学系研究科の博士課程(生命医科学専攻をいう。以下同じ。)の標準修業年限は，

4年とする。 

4 教職大学院の課程の標準修業年限は，2年とする。 

(在学期間) 

第 12条 在学期間は，標準修業年限の 2倍の年数を超えることができない。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 13条 学生(短期在学コースに在学する学生を除く。)が，職業を有している等の

事情により，第 11条に規定する標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し

課程を修了する旨を申し出たときは，その計画的な履修(以下「長期履修」とい

う。)を認めることができる。 

2 長期履修の期間は，入学時から通算するものとし，次の各号のいずれかに掲げる

ところによる。 

(1) 修士課程及び教職大学院の課程 4年以内
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(2) 博士後期課程 6年以内

(3) 医学系研究科の博士課程 8年以内

3 長期履修の在学期間は，入学時から通算するものとし，次の各号のいずれかに掲

げる年数を超えることができない。 

(1) 修士課程，博士後期課程及び教職大学院の課程 6年

(2) 医学系研究科の博士課程 8年

4 長期履修に関し必要な事項は，別に定める。 

第 7章 入学 

(入学の時期) 

第 14条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，学年の途中においても，学期

の区分に従い，学生を入学させることができる。 

(入学資格) 

第 15条 修士課程及び教職大学院の課程に入学することのできる者は，次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

(1) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 83条第 1項に定める大学の卒業者

(2) 学校教育法第 104条第 7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における 16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国

の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこ

れに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において，修

業年限が 3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育に

おける授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること

及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の

指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により，学士の学位に

相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科

学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第 102条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，当該

研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10) 研究科において，個別の入学資格審査により，第 1号に定める大学を卒業し

た者と同等以上の学力があると認めた者で，22歳に達したもの
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2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，研究科の

定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを，入学させることができる。 

(1) 大学に 3年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 15年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における 15年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国

の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了した者 

第 16条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第 104条第 1項の規定に基づき学位規

則(昭和 28年文部省令第 9号)第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。以下同

じ。)を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士

の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別

措置法(昭和 51年法律第 72号)第 1条第 2項に規定する 1972年 12月 11日の国

際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」とい

う。)の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第 4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を

履修し，大学院設置基準第 16条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに

合格し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの 

第 17条 医学系研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

(1) 大学の医学部医学科，歯学部又は 6年課程の薬学若しくは獣医学の学部を卒

業した者 

(2) 外国において学校教育における 18年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学

又は獣医学)を修了した者 
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(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における 18年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬

学又は獣医学)を修了した者

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 18年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされる

ものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し

た者

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこ

れに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において，修

業年限が 5年以上である課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修するものに限

る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにお

いて課程を修了することを含む。)により，学士の学位に相当する学位を授与さ

れた者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 学校教育法第 102条第 2項の規定により大学院に入学した者(大学の課程が医

学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)であって，医学系研究科に

おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(8) 医学系研究科において，個別の入学資格審査により，第 1号に定める学部又

は学科を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，医学系研

究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを，入学させることがで

きる。 

(1) 大学(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に 4年以上在学

した者

(2) 外国において学校教育における 16年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学

又は獣医学)を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における 16年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬

学又は獣医学)を修了した者

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 16年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされる

ものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し

た者

(入学の出願) 
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第 18条 入学志願者は，入学願書に所定の入学検定料及び別に指定する書類を添え

て願い出なければならない。 

(入学者の選考) 

第 19 条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより選考の上，学長は，

当該研究科委員会等の議を経て，合格者を決定する。 

(入学手続) 

第 20条 前条の選考に合格した者は，所定の期日までに，誓約書その他指定の書類

を提出するとともに，入学料を納付しなければならない。 

(入学許可) 

第 21条 学長は，前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

2 第 58条により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者の入学料に関しては，その

免除願又は徴収猶予願の受理をもって入学手続を終えた者とみなし，入学を許可

する。 

(再入学及び転入学) 

第 22条 次の各号のいずれかに該当する者については，欠員のある場合に限り，当

該研究科の定めるところにより選考の上，入学を許可することがある。 

(1) 大学院を退学した者で，再入学を願い出たもの

(2) 他の大学院から転入学を願い出た者

(3) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程に在学する者(学校教育法第 102条第 1項に規定する者に限

る。)及び国際連合大学の課程に在学する者で，転入学を願い出たもの

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱

いについては，当該研究科委員会等の議を経て研究科長が決定する。 

3 第 1項の規定により入学を許可された者の在学すべき年数については，当該研究

科委員会等の議を経て学長が決定する。 

第 8章 教育課程 

(教育課程の編成方針) 

第 23条 大学院は，学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき，必要

な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指

導」という。)の計画を策定し，体系的に教育課程を編成する。 

2 前項の場合において，教職大学院の課程にあっては，学位授与の方針及び教育課

程編成・実施の方針に基づき，必要な授業科目を，産業界等と連携しつつ，自ら

開設し，体系的に教育課程を編成する。 

(特別の課程の編成) 

第 23条の 2 大学院は，前条に規定するもののほか，学校教育法第 105条の規定に

基づき，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成することができる。 

2 前項の特別の課程の編成に関し必要な事項は，別に定める。 

(授業科目及び単位) 
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第 23条の 3 研究科における専攻別の授業科目及び単位は，各研究科において，別

に定める。 

(履修方法) 

第 24条 学生は，在学期間中に，各研究科において定められた授業科目を履修し，

所定の単位を修得しなければならない。 

2 教育課程及び履修方法等については，各研究科において，別に定める。 

(教育方法の特例) 

第 25 条 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合には，

夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法

により教育を行うことができる。 

(他の研究科又は学部における授業科目の履修等) 

第 25条の 2 研究科において教育上有益と認めるときは，学生が他の研究科又は学

部(以下「他の研究科等」という。)の授業科目を履修することができる。 

2 前項により他の研究科等の授業科目を履修しようとする者は，所属研究科長を経

て当該の研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。 

3 前 2項により他の研究科において履修した授業科目について修得した単位にあっ

ては，10単位を超えない範囲で所属研究科における授業科目の履修により修得し

たものとみなすことができる。ただし，教職大学院の課程にあっては，適用しな

いものとする。 

(他の大学院における授業科目の履修) 

第 26条 研究科において教育上有益と認めるときは，学生が別に定めるところによ

り他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を，15単位を超え

ない範囲で大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。ただし，教職大学院の課程にあっては，修了要件として定める単位数の 2

分の 1を超えない範囲とする。 

2 前項の規定は，学生が，第 32条の規定により留学する場合，外国の大学院が行う

通信教育における授業科目を我が国において履修する場合，外国の大学院の教育

課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目

を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を

履修する場合について準用する。ただし，教職大学院の課程にあっては，外国の

大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について

は，準用しない。 

(休学期間中の外国の大学院等における修得単位の取扱い) 

第 26条の 2 研究科において教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に外国

の大学院等において修得した単位について，前条第 1項の規定を準用する。 

(特別の課程における学修) 

第 26条の 3 研究科において教育上有益と認めるときは，学生が行う学校教育法第 1

05条の規定により他の大学院が編成する特別の課程又は第 23条の 2に規定する特

別の課程(共に履修資格を有する者が，同法第 102条第 1項の規定により大学院に
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入学することができる者であるものに限る。)における学修を，大学院における授

業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることができる単位数は，前 2条の規定により大学院において修

得したものとみなす単位数と合わせて 15単位を超えないものとする。ただし，教

職大学院の課程にあっては，修了要件として定める単位数の 2分の 1を超えないも

のとする。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 27条 研究科において教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学する前に

大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設

置基準第 15条において読み替えて準用する科目等履修生及び特別の課程履修生と

して修得した単位を含む。)を，大学院に入学した後の大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は，第 26条第 2項の場合に準用する。 

3 前 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，第 22条第 2項

に規定する場合を除き，大学院において修得した単位以外のものについては，15

単位を超えないものとする。ただし，教職大学院の課程にあっては，前 3条の規

定により修得したものとみなす単位数及び第 36条第 8項の規定により免除する単

位数と合わせて修了要件として定める単位数の 2分の 1を超えないものとする。 

(他の大学院等における修得単位の取扱い) 

第 27条の 2 研究科(教職大学院の課程を除く。)において第 25条の 2から前条まで

の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，合わせて 20単位を超

えないものとする。 

(他の大学院等における研究指導) 

第 28条 研究科(教職大学院の課程を除く。)において教育上有益と認めるときは，

他の大学院又は研究所等との協議に基づき，学生に当該大学院又は研究所等にお

いて必要な研究指導を受けさせることができる。ただし，修士課程の学生につい

ては，当該研究指導を受ける期間は，1年を超えないものとする。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 28条の 2 大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに 1

年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

2 大学院は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，

客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示する

とともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 28条の 3 大学院は，学生に対する教育の充実を図るため，授業及び研究指導の

内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 

第 9章 休学，留学，転学，退学及び除籍 

(休学) 
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第 29条 疾病又はその他の理由により 3月以上修学することができない者は，休学

願により，学長に願い出なければならない。この場合において，休学の理由が疾

病であるときは，医師の診断書を添えるものとする。 

2 前項の場合，学長は，当該研究科委員会等の議を経てこれを許可する。 

3 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，学長は，当該

研究科委員会等の議を経て，休学を命ずることができる。 

(休学期間) 

第 30条 休学期間は，1年以内とする。ただし，相当の理由がある場合は，引き続

き休学することができる。 

2 休学期間は，通算して標準修業年限の年数を超えることができない。ただし，特

別の理由があり，学生の修学に支障がある場合は，この限りでない。 

3 休学期間は，在学期間の年数に算入しない。 

(復学) 

第 31条 休学期間が満了する場合又は休学期間中にその理由が消滅した場合は，復

学願により，学長に願い出なければならない。この場合において，休学の理由が

疾病であったときは，医師の診断書を添えるものとする。 

2 前項の場合，学長は，当該研究科委員会等の議を経てこれを許可する。 

(留学) 

第 32条 外国の大学院等に留学を志願する者は，理由書を添え，学長に願い出なけ

ればならない。 

2 前項の規定により留学を願い出た者については，学長は，当該研究科委員会等の

議を経て，留学を許可する。 

3 留学期間は，第 11条に規定する標準修業年限に含まれるものとする。 

(転学) 

第 33条 他の大学院に転学しようとする者は，理由書を添え，学長に願い出なけれ

ばならない。 

2 前項の規定により転学を願い出た者については，学長は，当該研究科委員会等の

議を経て，転学を許可する。 

(退学) 

第 34条 退学については，本学学則第 53条の規定を準用する。 

(除籍) 

第 35条 除籍については，本学学則第 55条の規定を準用する。 

第 10章 課程の修了及び学位 

(課程の修了) 

第 36条 修士課程の修了要件は，当該課程に 2年(2年以外の標準修業年限を定める

研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以上在学し，

所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，

学位論文又は特定の課題についての研究の成果を在学期間中に提出して，その審

査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究
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科が別に定めるところにより，優れた業績を上げた者については，当該課程に 1

年以上在学すれば足りるものとする。 

2 博士前期課程の修了要件は，当該博士課程の目的を達成するために必要と認めら

れる場合には，研究科の定めるところにより，前項に規定する学位論文又は特定

の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて，研究

科が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する

分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し，又は涵養すべき

ものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士

前期課程において修得すべきものについての審査 

3 前項に定める要件によって修了を認定しようとする場合は，研究科規程等におい

て当該要件を適用する専攻，コース等の履修上の区分を定め，当該履修上の区分

において前期及び後期の課程を通じて一貫した体系的な教育課程及び組織的な指

導体制を専攻分野の枠を超えて編成し，併せて所定の単位数を博士前期課程の修

了の要件とするものとする。 

4 博士後期課程の修了要件は，当該課程に 3年以上在学し，所定の単位を修得し，

かつ，必要な研究指導を受けた上，学位論文の審査及び最終試験に合格すること

とする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が別に定めるところにより，

優れた研究業績を上げた者については，当該課程に 1年以上在学すれば足りるも

のとする。 

5 医学系研究科の博士課程の修了要件は，当該課程に 4年以上在学し，所定の単位

を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，学位論文の審査及び最終試験に合

格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が別に定めるとこ

ろにより，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に 3年以上在学すれ

ば足りるものとする。 

6 短期在学コースを修了した者及び第 1項ただし書の規定による在学期間をもって

修士課程を修了した者(他の大学院の修士課程を在学期間 2年未満で修了した者を

含む。)の博士後期課程の修了要件については，第 4項中「1年」とあるのは「3年

(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて，同項の規定を適用する。 

7 教職大学院の課程の修了要件は，当該課程に 2年以上在学し，所定の単位(高度の

専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的

として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る 10単位を含む。)を修得するこ

ととする。 

8 教職大学院の課程は，教育上有益と認めるときは，当該課程に入学する前の小学

校等の教員としての実務の経験を有する者について，前項に規定する実習により

修得する 10単位の全部又は一部を免除することができる。 

(在学期間の短縮) 

第 36条の 2 第 27条第 1項及び第 2項の規定により大学院修士課程又は医学系研究

科の博士課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第 102条第 1項の規定によ
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り入学資格を有した後，修得したものに限る。)を当該課程において修得したもの

とみなす場合であって，当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修

したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1年

を超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただ

し，この場合においても，修士課程については，当該課程に少なくとも 1年以上

在学するものとする。 

2 第 27条第 1項及び第 2項の規定により教職大学院の課程に入学する前に修得した

単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得に

より当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修

得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の 2分の 1を超えない範

囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合

においても，教職大学院の課程に少なくとも 1年以上在学するものとする。 

(教職大学院の課程に係る連携協力校) 

第 36条の 3 教職大学院の課程は，第 36条第 7項に規定する実習その他教育上の目

的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 

(学位論文) 

第 37条 修士課程の学位論文を提出しようとする者は，所定の学位論文審査願に学

位論文(前条第 1項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同

じ。)，論文目録及び論文要旨を添え，研究科長に提出するものとする。 

2 博士課程の学位論文を提出しようとする者は，所定の学位論文審査願に学位論文，

論文目録，論文要旨及び履歴書を添え，研究科長に提出するものとする。 

3 学位論文は，1 編とする。ただし，参考として他の論文を添付することができる。 

4 審査のため必要があるときは，学位論文の副本，訳文，模型又は標本等を提出さ

せることがある。 

5 提出した学位論文は返還しない。 

(審査の付託) 

第 38条 研究科長は，学位論文を受理したときは，研究科委員会等に審査を付託す

るものとする。 

(審査委員) 

第 39条 研究科委員会等は，学位論文の審査を付託されたときは，審査委員を選出

して，審査を行う。 

2 審査委員は，主査 1 名，副査 2 名とする。ただし，必要に応じて委員の数を増し，

又は大学院の他の研究科，他の大学院又は研究所等の大学教員等を加えることが

できる。 

3 審査委員は，学位論文の審査のほか最終試験を行う。 

(最終試験) 

第 40条 最終試験は，学位論文の審査終了後，学位論文を中心として，これに関連

のある科目について，口答又は筆答によって行う。 

(審査結果の報告) 
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第 41条 審査委員は，学位論文の審査及び最終試験を終了したときは，直ちにその

結果を文書により，研究科委員会等に報告するものとする。 

(研究科委員会等の審議) 

第 42条 研究科委員会等は，前条の報告に基づいて学位論文の審査及び最終試験の

合否について議決する。 

2 前項の議決は，研究科委員会等の構成員(休職者，海外渡航中の者及び内地研究員

を除く。)の 3 分の 2 以上が出席し，その 3 分の 2 以上の賛成がなければならない。 

(学長への報告) 

第 43条 研究科長は，前条第 1項の審議結果について，学位論文の審査要旨及び最

終試験の結果を添え，文書により学長に報告するものとする。 

(課程修了の認定) 

第 43条の 2 学長は，前条の報告を受け，課程修了の認定を行う。 

(学位) 

第 44条 修士課程を修了した者に，修士の学位を授与する。 

2 博士課程を修了した者に，博士の学位を授与する。 

3 教職大学院の課程を修了した者に，教職修士(専門職)の学位を授与する。 

第 45条 前条第 2項に定めるもののほか，本学に学位論文を提出してその審査に合

格し，かつ，博士課程を修了した者と同等以上の学力があることを確認された者

に，博士の学位を授与する。 

第 46条 この章に定めるもののほか，学位に関する事項は，本学学位規則の定める

ところによる。 

第 11章 教育職員免許 

(教育職員免許) 

第 47条 教員の免許状を受けるための所要資格を取得しようとする者は，教育職員

免許法(昭和 24年法律第 147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29年文部省令

第 26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 研究科において当該所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科又は特別支

援教育領域は，別表第 1のとおりとする。 

第 12章 賞罰 

(表彰及び懲戒) 

第 48条 表彰及び懲戒については，本学学則第 56条から第 58条までの規定を準用

する。 

第 13章 科目等履修生，特別聴講学生，研究生，特別研究学生及び委託生 

(科目等履修生) 

第 49条 大学院の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を履修しようとする者が

あるときは，学長は，関係研究科委員会等の議を経て科目等履修生として入学を

許可することがある。 

2 科目等履修生の入学資格は，第 15条から第 17条までに定める入学資格を有する

者又は研究科において，当該授業科目を履修する能力があると認めた者とする。 
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3 前 2項のほか，科目等履修生に関し必要な事項は，本学学則第 9章の規定を準用

する。 

(特別聴講学生) 

第 50条 他の大学院又は外国の大学院の学生で，大学院の授業科目を履修すること

を志願する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，特別聴講学生として

入学を許可することがある。 

2 前項のほか，特別聴講学生に関し必要な事項は，本学学則第 10章の規定を準用す

る。 

(研究生) 

第 51条 研究科において，特別の事項について研究しようとする者があるときは，

当該研究科の教育に支障のない場合に限り選考の上，研究生として入学を許可す

ることがある。 

2 研究生の入学資格は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士課程及び教職大学院の課程にあっては，修士の学位又は専門職学位を有

する者

(2) 博士後期課程及び医学系研究科の博士課程にあっては，博士の学位を有する

者

(3) 研究科において相当の学力があると認めた者

3 前 2項のほか，研究生に関し必要な事項は，本学学則第 11章の規定を準用する。 

(特別研究学生) 

第 52条 他の大学院又は外国の大学院の学生で，大学院において研究指導を受ける

ことを志願する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，特別研究学生と

して入学を許可することがある。 

2 特別研究学生の検定料及び入学料は，徴収しない。 

3 特別研究学生の授業料については，本学学則第 109 条の規定を準用する。ただし，

特別研究学生が他の国立大学法人の大学院の学生又は大学間特別研究学生交流協

定に基づき締結された公立大学若しくは私立大学の大学院の学生であるときは，

これを徴収しないことができる。 

4 特別研究学生が外国の大学との大学間交流協定(部局等間交流協定を含む。)に基

づき受け入れる外国人留学生で，授業料を相互に不徴収とされている場合は，授

業料を徴収しない。 

(委託生) 

第 53条 公の機関又は団体等からその所属職員につき，履修科目又は研究事項を定

めて大学院に入学を願い出たときは，関係研究科の教育に支障のない場合に限り

選考の上，委託生として入学を許可することがある。 

2 前項のほか，委託生に関し必要な事項は，本学学則第 12章の規定を準用する。 

第 14章 検定料，入学料及び授業料 

(検定料，入学料及び授業料) 

第 54条 検定料，入学料及び授業料の額は，別表第 2に定めるところによる。 

2 授業料は，年額の 2分の 1ずつを次の 2期に分けて納付しなければならない。 
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前期(4月から 9月まで) 納期 5月中 

後期(10月から翌年 3月まで) 納期 10月中 

3 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収

するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

4 入学年度の前期又は後期若しくは前期及び後期に係る授業料については，第 2項

の規定にかかわらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可す

るときに徴収するものとする 

5 既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。ただし，前期に係る授業料を

徴収するときに，後期に係る授業料を併せて納付した者が，後期に係る授業料徴

収時期前に休学又は退学した場合には，納付した者の申出により後期に係る授業

料相当額を返還する。 

6 前項本文の規定にかかわらず，第 4項により徴収した授業料については，納付し

た者が入学年度の前年度の 3月 31日(後期から入学予定であった者にあっては，9

月 30日)までに入学を辞退した場合は，納付した者の申出により当該授業料相当額

を返還する。 

7 第 5 項本文の規定にかかわらず，第 2 項又は第 3 項により授業料を納付した者が，

その後授業料納期限以前に休学を許可された場合は，納付した者の申出により次

条の規定の準用による当該授業料相当額を返還する。 

8 第 5項本文の規定にかかわらず，第 4項により徴収した授業料については，納付

した者が入学年度の 4月 1日(後期から入学した者にあっては，10月 1日)から休

学を許可された場合は，納付した者の申出により月割計算により休学当月から復

学当月の前月までの当該授業料相当額を返還する。 

9 第 5項本文の規定にかかわらず，学業成績等が特に優秀であると認められ，学業

成績等優秀学生として授業料免除対象者となった場合は，当該期間に係る既納の

授業料相当額を返還する。 

10 第 5項本文の規定にかかわらず，第 5項ただし書き及び第 6項から前項までに規

定するもののほか，学長が特に必要と認めた場合は，既納の授業料相当額を返還

する。 

11 第 1項の規定にかかわらず，本学大学院研究科の修士課程，博士前期課程又は教

職大学院の課程を修了し，引き続き本学大学院研究科の博士課程又は博士後期課

程に進学する者の入学料及び検定料は徴収しない。 

12 第 5項本文の規定にかかわらず，大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得な

い事情があると学長が特に認めた場合は，既納の検定料相当額を返還する。 

(転入学者等の授業料) 

第 55条 転入学者等の授業料については，本学学則第 77条の規定を，退学者等の授

業料については，同学則第 78条の規定を，休学者の授業料については，同学則第

79条の規定を，停学者の授業料については，同学則第 80条の規定を準用する。 

(長期履修を認められた者の授業料) 
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第 56条 長期履修を認められた者の授業料の額及び徴収方法は，別に定めるところ

による。 

(授業料の免除及び徴収猶予) 

第 57条 授業料の免除及び徴収猶予の取扱いについては，本学学則を準用する。 

2 本学学則第 81条の規定にかかわらず，学業成績等が特に優秀であると認められ，

学業成績等優秀学生として授業料免除対象者となった学生に対しては，当該学年

の授業料の全部又は一部を免除することができる。 

(授業料の不徴収) 

第 57条の 2 第 54条から第 56条までの規定にかかわらず，学長が特に必要と認め

た場合は，授業料を徴収しない。 

(入学料の免除及び徴収猶予) 

第 58条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者等に対

しては，入学料の全部又は一部を免除し，又は徴収を猶予することがある。 

2 入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては，本学学則を準用する。 

(検定料の免除) 

第 58条の 2 検定料の免除については，本学学則第 86条の 2の規定を準用する。 

第 15章 雑則 

(学則の準用) 

第 59条 この学則に定めるもののほか，大学院学生に関し必要な事項は，本学学則

を準用する。この場合において，「学部」を「研究科」に，「学部長」を「研究

科長」に，「教授会」を「研究科委員会等」に読み替えるものとする。 

附 則 

1 この学則は，平成 16年 4月 16日から施行し，平成 16年 4月 1日から適用する。 

2 平成 15年度以前の入学者は，第 6条及び第 47条の規定については，なお従前の

例による。 

3 この学則施行前の生物資源学研究科農業生産学専攻，森林資源学専攻，水産生物

生産学専攻，生物生産工学専攻及び生物資源利用学専攻(以下「従前の専攻」とい

う。)は，第 6条の規定にかかわらず，平成 16年 3月 31日に従前の専攻に在学す

る者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

4 生物資源学研究科博士前期課程の平成 16年度の収容定員は，第 6条の規定にかか

わらず，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 平成 16年度 

生物資源学研究科 資源循環学専攻 23 

共生環境学専攻 26 

生物圏生命科学専攻 39 

計 88 

5 平成 10年度の入学者の授業料については，別表第 2の規定にかかわらず，年額 4

69,200円に読み替えるものとする。 
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附 則(平成 17年 2月 24日学則) 

この学則は，平成 17年 2月 24日から施行し，平成 16年 10月 1日から適用する。 

附 則(平成 17年 3月 24日学則) 

この学則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年 3月 24日学則) 

この学則は，平成 17年 3月 24日から施行し，平成 16年 7月 1日から適用する。 

附 則(平成 17年 3月 29日学則) 

この学則は，平成 17年 3月 31日から施行し，平成 17年度授業料から適用する。 

附 則(平成 17年 5月 26日学則) 

この学則は，平成 17年 5月 26日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 23日学則) 

1 この学則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の生物資源学研究科の生物資源開発科学専攻，生物圏保全科学専

攻及び生物機能応用科学専攻(以下「従前の専攻」という。)は，改正後の学則第 6

条の規定にかかわらず，平成 18年 3月 31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻

に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 6条の規定にかかわらず，生物資源学研究科博士後期課程の収容

定員は，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 平成 18年度 平成 19年度 

生物資源学研究科 資源循環学専攻 4 8 

共生環境学専攻 4 8 

生物圏生命科学専攻 4 8 

計 12 24 

4 平成 17年度以前の入学者に係る改正後の学則第 27条の 2の規定の適用について

は，同条中「10単位」とあるのは「20単位」と読み替えるものとする。 

附 則(平成 18年 5月 25日学則) 

この学則は，平成 18年 5月 25日から施行する。 

附 則(平成 18年 7月 27日学則) 

この学則は，平成 18年 7月 27日から施行する。 

附 則(平成 18年 9月 28日学則) 

この学則は，平成 18年 9月 28日から施行し，平成 18年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 19年 1月 25日学則) 

この学則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 
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附 則(平成 19年 3月 29日学則) 

この学則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 12月 27日学則) 

この学則は，平成 19年 12月 27日から施行し，平成 19年 12月 26日から適用する。 

附 則(平成 20年 2月 28日学則) 

この学則は，平成 20年 2月 28日から施行する。 

附 則(平成 20年 3月 27日学則) 

1 この学則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の教育学研究科障害児教育専攻(以下「従前の専攻」という。)は，

改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，平成 20年 3月 31日に従前の専攻

に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 教育学研究科の平成 20年度の収容定員は，改正後の学則第 6条第 1項の規定にか

かわらず，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 平成 20年度 

教育学研究科 学校教育専攻 10 

特別支援教育専攻 3 

教科教育専攻 66 

計 79 

4 平成 19年度以前の人文社会科学研究科の入学者については，改正後の学則第 6条

第 2項，第 11条第 1項及び第 13条第 1項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(平成 21年 3月 30日学則) 

1 この学則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 地域イノベーション学研究科の平成 21年度及び平成 22年度の収容定員は，改正

後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 

平成 21年度 
平成 22年

度 

修士課

程 

博士課

程 
博士課程 

地域イノベーション学研究

科 

地域イノベーション学専

攻 
10 5 10 

附 則(平成 21年 12月 24日学則) 

この学則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 24日学則) 

この学則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 
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附 則(平成 23年 2月 24日学則) 

1 この学則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，医学系研究科及び工学研究科博

士前期課程の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

修士課程 博士課程 博士課程 博士課程 

医学系研究科 医科学専攻 35       

看護学専攻 32       

生命医科学専攻   225 210 195 

計 67 225 210 195 

  

研究科 専攻 
平成 23年度 

修士課程 

工学研究科 

機械工学専攻 80 

電気電子工学専攻 75 

分子素材工学専攻 88 

建築学専攻 39 

情報工学専攻 46 

物理工学専攻 36 

計 364 

附 則(平成 24年 2月 23日学則) 

1 この学則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の教育学研究科の学校教育専攻，特別支援教育専攻及び教科教育

専攻(以下「従前の専攻」という。)は，改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわ

らず，平成 24年 3月 31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる

までの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，人文社会科学研究科及び教育学

研究科の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 平成 24年度 

人文社会科学研究科 

地域文化論専攻 13 

社会科学専攻 12 

計 25 

教育学研究科 教育科学専攻 41 

4 平成 24年 3月 31日に教育学研究科に在学する者に係る教員の免許状を受けるた

めの所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は，

改正後の学則別表第 1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24年 9月 27日学則) 
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この学則は，平成 24年 9月 27日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 27日学則) 

1 この学則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

2 平成 26年 3月 31日に工学研究科に在学する者に係る教員の免許状を受けるため

の所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改正後の学則別表第 1の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 26年 7月 31日学則第 2号) 

1 この学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 平成 27年 3月 31日に人文社会科学研究科社会科学専攻に在学する者に係る教員

の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改

正後の学則別表第 1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 27年 2月 26日学則第 2号) 

この学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 5月 28日学則第 2号) 

この学則は，平成 27年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 24日学則第 2号) 

1 この学則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，医学系研究科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 
平成 28年度 平成 29年度 

修士課程 博士課程 博士課程 

医学系研究科 

医科学専攻 30  

看護学専攻 27 3 6 

生命医科学専攻  180 180 

計 57 183 186 

附 則(平成 28年 7月 20日学則第 2号) 

この学則は，平成 28年 7月 21日から施行する。 

附 則(平成 28年 11月 24日学則) 

この学則は，平成 28年 12月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 2月 23日学則) 

1 この学則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 
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2 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，教育学研究科，医学系研究科及

び地域イノベーション学研究科博士前期課程の収容定員は，次の表により読み替

えるものとする。 

研究科  専攻 
平成 29年度 

修士課程 専門職学位課程 

教育学研究科 教育科学専攻 68   

教職実践高度化専攻   14 

計 68 14 

医学系研究科 医科学専攻 27   

看護学専攻 22   

計 49   

地域イノベーション学研究科 地域イノベーション学専攻 25   

附 則(平成 31年 2月 28日学則第 2号) 

1 この学則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 地域イノベーション学研究科の平成 31年度及び平成 32年度の収容定員は,改正後

の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 
平成 31年度 平成 32年度 

博士課程 博士課程 

地域イノベーション学研究科 地域イノベーション学専攻 16 17 

附 則(令和 2年 3月 12日学則第 2号) 

この学則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 2月 18日学則第 2号) 

1 この学則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の教育学研究科の教育科学専攻(以下「従前の専攻」という。)は，

改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，令和 3年 3月 31日に従前の専攻

に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 教育学研究科の令和 3年度の収容定員は，改正後の学則第 6条第 1項の規定にか

かわらず，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 
  令和 3年度     

修士課程 専門職学位課程 

教育学研究科 

教育科学専攻 27   

教職実践高度化専攻   39 

計 27 39 

4 令和 3年 3月 31日に従前の専攻に在学する者に係る教員の免許状を受けるための

所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改正後の学則別表第 1の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
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附 則(令和 5年 2月 28日学則第 2号) 

1 この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の工学研究科の機械工学専攻，電気電子工学専攻，分子素材工学

専攻，建築学専攻，情報工学専攻及び物理工学専攻(以下「従前の専攻」という。)

は，改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，令和 5年 3月 31日に従前の

専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，工学研究科博士前期課程の収容

定員は，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 令和 5年度修士課程 

工学研究科 機械工学専攻 50 

電気電子工学専攻 45 

分子素材工学専攻 55 

建築学専攻 20 

情報工学専攻 28 

物理工学専攻 18 

機械工学専攻 55 

電気電子工学専攻 55 

応用化学専攻 56 

建築学専攻 20 

情報工学専攻 30 

計 432 

附 則(令和 6年 2月 27日学則第 2号) 

この学則は，令和 6年 3月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 27日学則第 2号) 

この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 26日学則第 2号) 

1 この学則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，工学研究科博士前期課程の収容

定員は，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 
令和 7年度 

修士課程 

工学研究科 機械工学専攻 110 

電気電子工学専攻 100 

電子情報工学専攻 10 

応用化学専攻 112 

建築学専攻 40 
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情報工学専攻 60 

計 432 

附 則(令和 7年 11月 19日学則第 2号) 

この学則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 年 月 日学則第 2号) 

1 この学則は，令和 9年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 6条第 1項の規定にかかわらず，医学系研究科修士課程及び博士

前期課程の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

研究科 専攻 
令和 9年度 

修士課程 

医学系研究科 医科学専攻 17 

看護学専攻 19 

デジタルヘルス専攻 10 

計 46 

別表第 1(第 47条関係) 

研究

科 
専攻 

免許状

の種類 
免許教科又は特別支援教育領域 

人文

社会

科学

研究

科 

地域

文化

論専

攻 

中学校

教諭専

修免許

状 

国語，社会，英語 

高等学

校教諭

専修免

許状 

国語，地理歴史，公民，英語 

教育

学研

究科 

教職

実践

高度

化専

攻 

幼稚園

教諭専

修免許

状 

小学校

教諭専

修免許

状 

中学校

教諭専

修免許

国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，保健，技

術，家庭，職業，職業指導，英語，中国語，フランス語，ド

イツ語，スペイン語，ポルトガル語，ロシア語，韓国語・朝
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状 鮮語，宗教 

高等学

校教諭

専修免

許状 

国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，工芸，書

道，保健体育，保健，看護，家庭，情報，農業，工業，商

業，水産，福祉，商船，職業指導，英語，中国語，フランス

語，ドイツ語，スペイン語，ポルトガル語，ロシア語，韓

国・朝鮮語，宗教 

特別支

援学校

教諭専

修免許

状 

知的障害者，肢体不自由者，病弱者 

生物

資源

学研

究科 

資源

循環

学専

攻 

高等学

校教諭

専修免

許状 

理科，農業 

共生

環境

学専

攻 

高等学

校教諭

専修免

許状 

理科，農業 

生物

圏生

命科

学専

攻 

高等学

校教諭

専修免

許状 

理科，農業，水産 

別表第 2(第 54条関係) 

区分 授業料 入学料 検定料 

修士課程，博士前期課程及び教職大学院の

課程の学生 

平成 11年度以降の

入学生 

282,000

円 

30,000

円 

年額 535,800円 

博士課程及び博士後期課程の学生 平成 11年度以降の

入学生 

年額 520,800円 
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三重大学大学院学則の変更事項を記載した書類 

１． 変更事由 

本学大学院医学系研究科における医科学専攻及び看護学専攻の入学定員及び収容定

員の変更，新たに，デジタルヘルス専攻を設置することに伴い，所要の改正を行うも

のである。 

２． 変更点 

・医学系研究科の医科学専攻及び看護学専攻の入学定員及び収容定員を変更する。

・医学系研究科に，デジタルヘルス専攻を新設する。

・附則において，令和９年度における医学系研究科修士課程及び博士前期課程の収

容定員を規定する。

３． 施行日 令和９年４月１日 
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三重大学大学院学則新旧対照表（案） 

新 旧 

（専攻及び収容定員） 

第６条 研究科に置く専攻及びその収容定員は，次のとおりとする。 

研究科 専攻 

修士課程 博士課程 専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

人文社会科学研究科～教育学研究科 （現行に同じ。） 

医学系研究

科 

医科学専攻 

看護学専攻 

デジタルヘルス専

攻 

生命医科学専攻 

５ 

８ 

１０ 

  

１０ 

１６ 

２０ 

  

 

３ 

 

 

４５ 

 

９ 

 

 

１８０ 

  

  

 

計 ２３ ４６ ４８  １８９  
 

  

工学研究科～地域イノベーション学研究科 （現行に同じ。） 

 

２ （現行に同じ。） 

３ （現行に同じ。） 

４ （現行に同じ。） 

 

附 則 

１ この学則は，令和９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の学則第６条第１項の規定にかかわらず，医学系研究科修士

課程及び博士前期課程の収容定員は，次の表により読み替えるものと

する。 

 

 （専攻及び収容定員） 

第６条 研究科に置く専攻及びその収容定員は，次のとおりとする。 

研究科 専攻 

修士課程 博士課程 専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

人文社会科学研究科～教育学研究科 （略） 

医学系研究

科 

医科学専攻 

看護学専攻 

（新設） 

 

生命医科学専攻 

１２ 

１１ 

(新設) 

  

２４ 

２２ 

(新設) 

 

３ 

 

 

４５ 

 

９ 

 

 

１８０ 

  

  

 

計 ２３ ４６ ４８  １８９  
 

  

工学研究科～地域イノベーション学研究科 （略） 

 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

ー 学則 27 ー



研究科 専攻 
令和９年度  

修士課程 

医学系研究科 医科学専攻 １７ 

看護学専攻 １９ 

デジタルヘルス専攻 １０ 

計 ４６ 
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三重大学大学院医学系研究科教授会規程 

(趣旨) 

第 1条 この規程は，三重大学教授会規程（以下「教授会規程」という。）第 9条の

規定に基づき，三重大学大学院医学系研究科教授会（以下「研究科教授会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定める。 

(組織) 

第 2条 研究科教授会は，医学系研究科の専任教授(以下「構成員」という。)をもっ

て組織する。 

2 前項の研究科教授会には，医学系研究科及び医学部附属病院の専任であって，前

項に掲げる教員以外の者を加えることができる。 

3 第 1項の研究科教授会には，医学系研究科を担当する前 2項以外の教員を加える

ことができる。 

(成立) 

第 3条 研究科教授会は，構成員の 3分の 2以上の出席により成立する。ただし，休

職者，休業者，海外渡航者及び内地研究員は，構成員に算入しない。 

(構成員以外の者の出席) 

第 4条 研究科教授会が必要と認めたときは，構成員以外の者を出席させ，意見又は

説明を聴くことができる。ただし，議決に加わることはできない。 

(代議員会等) 

第 5条 研究科教授会は，教授会規程第 7条の規定に基づく代議員会等として，三重

大学大学院医学系研究科生命医科学専攻博士専門委員会，三重大学大学院医学系

研究科看護学専攻博士専門委員会，三重大学大学院医学系研究科デジタルヘルス

専攻修士専門委員会及び三重大学医学部附属病院管理運営会議を位置づける。 

2 研究科教授会は，三重大学医学部附属病院管理運営会議に医学部附属病院の教授

の人事に関する事項の審議を付託することができるものとし，その議決をもって

研究科教授会の議決とする。 

3 研究科教授会は，当該代議員会等に准教授，講師及び助教の人事（寄附講座及び

産学官連携講座を担当する大学教員並びに特任教員の人事を含む。）に関する事

項の審議を付託し，その議決をもって研究科教授会の議決とする。 

4 研究科教授会は，代議員会等に前 2項による審議結果を報告させるものとする。 

(規程の改正) 

第 6条 この規程は，研究科教授会において出席構成員の 3分の 2以上の同意を得な

ければ改廃することができない。 

(その他) 

第 7条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，研究科教授会が定める。 

附 則 

この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 4月 1日規程第 3100号) 
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この規程は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 19日規程第 3100号) 

この規程は，平成 21年 3月 19日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 10日規程第 3100号) 

この規程は，平成 22年 3月 10日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 9日規程) 

この規程は，平成 23年 3月 9日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 13日規程) 

この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 9月 11日規程) 

この規程は，平成 25年 9月 11日から施行する。 

附 則(平成 28年 2月 10日規程) 

この規程は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 8年 6月 10日規程) 

この規程は，令和 9年 4月 1日から施行する。 
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設置の趣旨等を記載した書類 

（三重大学大学院医学系研究科デジタルヘルス専攻） 

１. 設置の趣旨及び必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

２. 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か ‥‥‥‥‥ P６

３. 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P６

４. 教育課程の編成の考え方及び特色 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P７

５. 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P11

６．基礎となる学部との関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P16 

７．「大学院設置基準」第 14条による教育方法の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P17 
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１. 設置の趣旨及び必要性

１－１．社会的背景及び設置の趣旨・必要性 

（１）社会背景 

本専攻の設置が必要とされる背景には、全国の医療現場が抱える深刻な課題がある。

具体的には、医療の高度化と人手不足の進行による業務負担の増加、地域間の医療格差、

医療データ活用の遅れといった課題が顕在化しており、これらを解決するために、国の

方針として電子カルテ情報共有サービスを始めとする医療 DXが推進されている。 

しかし、医療現場において医療 DXを推進し、課題を解決するためには、AIやデータ

解析をはじめとするデジタル技術を導入するだけでは不十分であり、実際の医療現場

における業務フローやそれに伴う現場のニーズを十分に認識・理解する能力を兼ね備

えていることが不可欠である。 

現在、多様な医療現場と情報系企業の研究開発・マーケティング部門との間には、

ニーズの認識と理解に大きなギャップがある。また、デジタル技術に関する知識や経験

の質・量にも大きな格差がある。これらのギャップが医療現場において様々な課題を引

き起こしており、デジタルヘルス推進による国民の福祉向上の大きな障害となってい

る。 

具体的には、例えば、システム開発のプロセスにおいては、開発側は医療現場のニー

ズを正確に把握できておらず、逆に医療現場側は自らのニーズを開発側に上手く伝え

られていない。このことから、開発の途中で仕様変更が頻繁に発生し、それに伴う追加・

修正作業が必要となるケースが生じており、それが開発期間の延長とコストの増加に

繋がっている。また、医療現場の実態を十分に理解していない開発者が提供するソ

リューションは、往々にして現場の業務フローに適合せず、ユーザーには使いにくいも

のとなりがちである。不完全なソリューションは、医療従事者の業務効率を低下させ、

医療の質を損なうこととなる。結果として、高額な投資を行ったにもかかわらず、期待

された成果が得られないという事態が生じている。 

このような課題の解決に向けて、医療現場で求められているニーズとデジタル技術

を橋渡しできる人材の育成は、デジタル化による業務効率化と問題解決がこれまで以

上に求められている医療現場において急務である。 

（２）本専攻がイメージするデジタルヘルス 

本専攻におけるデジタルヘルスは、医療とデジタル技術の融合を通じて、医療現場の

課題解決を支援するとともに、新たな価値を創出する取り組みと定義する。この取り組

みは、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、AIや IoT、ビッグデータ等を積極的に

活用し、医療現場が抱える課題やニーズに合わせた解決策の提案、システムの設計開発、

現場でのシステムの効果的な導入と実運用に重点を置くものであって、デジタルヘル

スの推進により医療を変革していくこと（医療 DX）を目標とする。
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（３）専攻設置の必要性 

複数の医療機関や医療関連企業に対し、本専攻の教育プログラムの構想を示して意

見を聴取した結果、次のような状況が明らかになった。 

・人材不足による医療 DX推進の停滞

医療の現場では、医療 DXの急速な進展によりデジタルヘルス分野における想定

を超えた人材ニーズが存在しており、都市部のみならず地方においてもその

ニーズは高い。地方に立地する大学として、このような問題に早急に対応する

必要があることが確認された。 

・専攻設置の必要性に関する意見

多様な入学者層を想定した場合、専攻として教育プログラムを構築し、その中

で入学者の特性に応じた履修モデルを複数設定することが望ましいという意見

が多いことが明らかとなった。 

・教育プログラムへの協力意向

一部の医療機関や企業には、教育プログラムにおける実践的なフィールド（PBL

（Problem-Based Learning）や OPT（On the Project Training）の場）を提供

することで、医療 DX推進の基盤を形成し、ひいては日本の医療全体への貢献を

果たしたいという意向があった。このような申し出は当該分野における人材不

足を如実に表していると考えられ、一刻も早く教育プログラムを構築する必要

があることが明らかとなった。 

以上の背景から、令和９年度に「デジタルヘルス専攻」を設置し、多様なニーズに応

じた人材育成を早急に開始することが不可欠であると判断した。 

１－２．デジタルヘルス専攻が養成する人材像及び３つのポリシー 

養成する人材像 

医学系研究科デジタルヘルス専攻では、以下の能力を備えた「課題解決型のデジタル

医療人材」を養成する。 

・医療現場のニーズを的確に把握・理解し、デジタル技術を効果的に活用したソリュー

ションを提案できる能力

・医療データの取り扱いやプライバシーに関する法規制の知識と高い倫理観

・医療機関や地域社会と協力し、多職種連携を通じて、医療現場でデジタル技術の導

入と活用を推進する能力

ディプロマ・ポリシー 

本専攻修了者は以下の能力を獲得していることを要する。 
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１.医療分野の課題解決に必要なデジタル技術の専門知識と技能を備えている。

２.医療現場へのデジタル技術の導入プロセスと成果について、論理的で分かりやす

い説明ができる。

３.デジタル技術の医療応用に関して高い倫理観を持ち、責任ある行動ができる。

４.学際的な知識を活かし、異なる専門分野の連携を促進して医療システム改善に貢

献できる。

カリキュラム・ポリシー

＜教育課程の編成の方針＞ 

 デジタルヘルス専攻では、医療と情報工学を融合した学際的な教育を提供する。

また、地域医療機関や企業との連携により、OPT （On the Project Training）を

通じた実践的な学びを提供する。 

＜教育課程における教育・学修方法に関する方針＞ 

デジタルヘルスにおける基礎知識、応用スキル、実践力を体系的に修得するた

め、以下の教育方法を採用する。 

１.基礎的学び : AI、IoT、クラウド技術、データ解析など、医療 DXに必要

な最新技術を体系的に学ぶ。また企業や医療現場から講師

を招き、現場の具体的な課題に触れる機会を設ける。これ

により、PBL（Problem-Based Learning）を通じて、これ

らの技術を課題解決に応用する方法を学ぶ。また、医療倫

理や法令に関する基本的事項を学ぶ。 

２.実践的学び : 地域医療機関や企業と連携した OPT によってデジタルヘル

スに関連した実際のプロジェクトに参加する。この過程

で、実務能力を強化する。 

３.研究活動  : OPTを通じて得られたプロジェクト成果をもとにレポート

を作成する。このレポートは修士論文の基礎となる。 

＜学習成果の評価の方針＞ 

 成績の評定は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき設定された、

各科目の学修の目的・到達目標の達成度により行う。 

講義・PBL 科目の評価 ： 小テストやレポート、講義への参加度により、到

達目標への達成度を評価する。 

演習・研究科目の評価 ： OPTにおけるプロジェクトの進行度、課題解決策  

の有効性、現場でのチーム協働の成果を総合的に

評価する。さらに修士論文や公開審査会でのプレ
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ゼンテーションも勘案し、到達目標への達成度を

評価する。 

修士論文の評価   ： 公開審査会において主査１名・副査２名の審査に

より行う。 

アドミッション・ポリシー

本専攻は次のような学生を求める。 

１. 医療または情報工学のいずれかの分野に関する基礎知識を有し、デジタル技術

を活用した医療分野の課題解決に取り組む意欲を持っている人。

２. 高い倫理観と社会貢献の意欲を持ち、専門分野を超えて学び続け、新たな知識

や技術を柔軟に取り入れる意欲を持っている人。

３. 異なる立場や視点を尊重し、円滑な対話を通じて多様な専門分野の人々と協力

できる人。

養成する人材像と３つのポリシー各項目との相関及び整合性（参考資料１参照） 

１.アドミッション・ポリシー：養成する人材像の前提となる基礎的知識・倫理

観・協働姿勢を保証するものである。

２.カリキュラム・ポリシー：基礎的学び、PBL、OPT、研究活動で構成する教育方

法は、医療現場理解→技術活用→実践→研究、という学びの連続性を保証し、

人材像で求める能力を体系的に育成する。

３.ディプロマ・ポリシー：人材像で求める学修成果をそのまま評価基準として明

示しており、ポリシー間の整合が確保されている。

１－３．修了後の進路 

本専攻は、医療 DXを推進する高度専門職人材の育成を中心的目的としつつ、研究志

向の学生が博士課程へ進学できる体制も確保する。 

修了者は、以下のような高度専門職として、活躍することが期待される。 

１．医療機関における医療 DX推進、情報システムの導入・運用・評価 

２．企業におけるデジタルヘルス関連の研究開発、プロダクトマネジメント、 

データ解析、AIモデル開発、医療機関との共同開発・導入支援 

３．行政機関や公的機関における地域医療構想立案や健康データ利活用推進、公衆

衛生領域のデータ基盤整備 

 また、研究志向の学生は、医学系研究科内の博士課程や工学系研究科内の情報系博士後

期課程等に進学し、デジタルヘルスや医療情報学等の研究者として活躍できる。 
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２．修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か 

本専攻は、修士課程を対象とした設置構想であり、博士課程の新設は現時点では計画

していない。 

本学には、医学系研究科及び工学研究科において既に博士課程・博士後期課程が整備

されており、デジタルヘルス領域の研究を深化させるうえで十分な受入体制が存在す

る。具体的に、医学系研究科には博士課程生命医科学専攻及び博士後期課程看護学専攻

が設置されており、医療・生命科学領域の高度研究を推進している。また、工学研究科

には博士後期課程システム工学専攻が設置されており、情報工学、AI及びシステム科学

等の分野を基盤とした高度な研究指導を受けることが可能である。 

本専攻の修士課程においてデジタルヘルスの基礎的・実践的研究能力を身につけた学

生は、これらの博士課程・博士後期課程へ進学し、医療データサイエンス、臨床情報

学、医療情報システム、AI 医療応用、医用画像解析、医療機器開発、医療 DXに関する

工学的研究、看護学におけるデジタル活用・看護情報学、医療制度・地域医療における

デジタルヘルス導入研究等の学術領域で研究を深めることができる。 

このように、本専攻修了者が進学できる博士課程・博士後期課程は本学大学院の医学

系と工学系の双方に用意されており、デジタルヘルスという学際領域の特性に合致した

柔軟な進路選択が可能である。 

現時点では、既存の博士課程・博士後期課程により十分な研究継続環境が確保されて

いることから、新たに博士課程を設置する必要はないと判断している。一方、今後の医

療 DX研究の進展、地域社会からの研究ニーズ、本専攻修了者の進学希望等を踏まえ、

将来的に博士課程を検討する余地はあるが、当面は医療 DXを支える高度専門職の育成

を最優先し、修士課程教育の充実を図ることを本専攻の方針とする。 

３．研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

研究科の名称 

大学院医学系研究科（Graduate School of Medicine） 

本専攻は、医療 DXを推進するために必要な医学的知識とデジタル技術を統合的に

扱うことを目的としており、医療現場の理解を基盤とする教育・研究を行う。このた

め、医学分野の教育研究体制との整合性が高い医学系研究科内に設置することが最も

適切である。 

専攻の名称 

デジタルヘルス専攻（Division of Digital Health） 

本専攻は、医療とデジタル技術の融合領域である「デジタルヘルス」を対象と

し、AI、データ解析、医療情報、医療 DX推進など、多分野にまたがる学際領域を扱
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う。この専門性を的確に示す名称として、「デジタルヘルス専攻」が最も適切であ

る。 

学位の名称 

修士（医工学）（Master of Digital Health） 

本専攻は、医学・医療分野の専門的知識と情報科学分野の知識・技術を融合し、医

療分野における課題解決及び医療 DXの推進に資する人材を養成するものであり、そ

の学術的基盤は医療と工学の融合領域に位置付けられることから、学位の日本語名称

として「修士（医工学）」を採用する。 

一方で、本専攻の教育内容は、医療とデジタル技術の融合領域であるデジタルヘル

スを対象とし、医療情報、医療データの利活用、情報セキュリティ、標準化・相互運

用性、AI技術の医療応用及び医療倫理等、多分野を横断する高度な学際性を有してい

る。近年、国際的にはデジタルヘルス分野の大学院教育を体系化する動きが進んでお

り、Master of Digital Health（MDH）が専門職学位として整備され始めている。 

本専攻の教育内容及び人材養成の目的は、これら国際的に確立されつつあるデジタ

ルヘルス分野の教育体系と整合していることから、学位の英語名称は「Master of

Digital Health」とする。これにより本専攻修了者の国際的通用性を高めることがで

きる。 

以上の理由から、本専攻において授与する学位名称は「修士（医工学）／Master 

of Digital Health」とする。 

４. 教育課程の編成の考え方及び特色

４－１．デジタルヘルス専攻の教育研究の柱となる分野 

本専攻の教育研究の柱は、デジタルヘルス分野である。本専攻におけるデジタルヘルス

分野とは、医療とデジタル技術の融合を通じた医療現場の課題解決及び新たな価値創出

を目的にデジタル技術の設計・実装・運用・評価を一体的に扱う学際的研究分野を指す。

本専攻では、本分野を柱として、医療現場のニーズを理解し、デジタル技術を用いた課題

解決を実践的に推進できる高度専門職を育成する教育研究を体系的に展開する。 

４－２．教育課程の編成の方針（カリキュラム・ポリシー）と対応する学修 

内容 

本専攻では、カリキュラム・ポリシー（以下、「CP」という。）として 

①医療と情報工学を融合した学際的教育の提供

②OPTを中心とした実践的学修の重視
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の２点を掲げている。本専攻の教育課程は、この方針に基づき体系的に編成されている。 

（１）カリキュラム・ポリシーを踏まえた体系的な教育課程の編成 

まず、CP①「医療と情報工学を融合した学際的教育の提供」を実現するため、教育課

程は以下の構造で体系化されている。 

１．必修科目 

基盤的知識として、医療理解・データ活用・研究倫理・現場課題把握を身につけ

る科目を配置 

（デジタルヘルス概論、ヘルスケアインテリジェンス演習、医療従事者から学ぶ医

療現場の課題、知的財産・研究インテグリティ・ELSI） 

２．医学系選択科目 

医学・医療現場に関する基礎的理解を補完し、課題把握能力を高める科目を配置 

（臨床医学概論（デジタルヘルス）、デジタルヘルスと医療・社会システム、病院

情報システム） 

  ３．工学系選択科目 

デジタル技術・情報工学の基盤知識を習得する科目を配置 

（統計・機械学習基礎論、デジタルインテリジェンス特論、デジタルヘルスソ

リューション演習、ウェアラブル・IoT システム特論、情報セキュリティ特論） 

４．共通選択科目 

医療 DX に必要な国際標準・ビジネス・データ連携を扱う横断的科目を配置 

（製品開発戦略とプロダクトマネジメント、国際医療情報規格と相互運用性、デジ

タルヘルスビジネス戦略、事業計画演習）

また、CP②「実践的学修」を具現化する科目として、以下の科目群を配置している。 

５．研究科目 

実課題に取り組む OPT 及び研究科目を中心に配置 

（デジタルヘルス実践実習Ⅰ・Ⅱ、デジタルヘルス特別研究Ⅰ・Ⅱ） 

このように、基礎 → 医療理解／技術理解 → 応用 → 実践（OPT） という体系的な学

修構造を持つ。 

（２）カリキュラム・ポリシーと授業科目の整合性 

CP の２項目と教育課程の整合は以下のとおりである。 

CP ① 医療と情報工学を融合した学際教育の提供 

医学系選択科目及び工学系選択科目を配置し、学生のバックグラウンド（医学・
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工学）に応じて必要な補完が可能な体系とし、医療とデジタル技術の双方を統合的

に学ぶ学際的教育が担保されている。 

CP ② OPT を中心とした実践的学びの重視 

OPT（デジタルヘルス実践実習 I・II）と PBL（医療従事者から学ぶ医療現場の

課題）をカリキュラムの中心科目として配置した。これにより、医療機関・企業と

連携した現場課題の解決を教育課程に組み込み、実装力と課題解決力が育成され

る。 

４－３．科目区分とカリキュラム 

１．必修科目（基盤的能力の修得） 

必修科目は、医療現場の理解、デジタル技術の基礎、デジタルヘルスに係る倫理、

医療倫理、研究公正など、全ての学生が共通して修得すべき基盤的内容を扱う科目で

ある。 

これらの科目は、本専攻で必要となる医学的視点とデジタル技術の両面における基

本的能力を形成するため、必修として配置している。 

２．医学系選択科目（医療現場理解の補完） 

医学系選択科目は、医療現場の構造、診療プロセス、医療制度等についての理解を深

める科目であり、医学系以外のバックグラウンドをもつ学生が、医療分野の基礎知識を

補うことを目的としている。 

これにより、デジタル技術を医療に適用する際に求められる医療現場の文脈理解を

確実に身につけることができる。 

３．工学系選択科目（デジタル技術の補完） 

工学系選択科目は、データ解析、AI、情報セキュリティ、IoT などデジタルヘルスに

必要となる技術的内容を扱う科目群であり、医学系の学生や社会人学生がデジタル技

術についての知識を補完できるよう設定されている。 

これにより、学生は医療分野でデジタル技術を活用するために必要な基礎的・応用的

能力を身につけることができる。 

４．共通選択科目（横断的・発展的能力の育成） 

共通選択科目は、医療 DXの推進に求められる国際標準、データ連携、事業化、経営

管理、研究成果の発信など、領域横断的・発展的な内容を扱う科目群である。 

これらは、医療現場と技術開発の双方に橋渡しできる能力の育成を目的として設置

している。 
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５．研究科目（実践的統合能力の育成） 

研究科目は、OPT及び特別研究を中心として構成している。これらの科目は、医療機

関や企業と連携して実際の課題に取り組む実践的な学修を行うものであり、専門的知

識と医療現場理解を統合して活用する能力の育成を目的としている。 

本専攻のカリキュラム・ポリシーである「実践的学びの重視」を具体化する区分であ

り、教育課程の中心的役割を果たす。 

以上のとおり、必修科目、医学系選択科目、工学系選択科目、共通選択科目、研究科目

の５区分により、基礎的学び → 実践的学び → 研究活動という体系的な教育課程を構

成している。 

これにより、医療現場理解とデジタル技術の学修を段階的かつ効果的に統合し、カリ

キュラム・ポリシー及び養成する人材像に整合した教育課程が実現されている。

４－４．教育課程の特色 

本専攻の教育課程は、医療現場のニーズに基づく課題解決型の高度専門人材を育成す

るため、医学とデジタル技術を体系的に融合した実践的なカリキュラムとして編成され

ている。本専攻の特色は以下の３点に集約される。 

１．医療とデジタル技術を融合した学際的教育体系 

本専攻の教育課程は、医療現場の理解とデジタル技術の専門性を段階的に融合する

学際的構造を持つ。必修科目では、医療現場の理解、デジタル技術の基礎、デジタル

ヘルスに係る倫理、医療倫理、研究公正など、全学生が共通して必要とする基盤を体

系的に学ぶ。一方、学生のバックグラウンド（医学系・工学系・社会人）に応じて、

医学系選択科目と工学系選択科目を設け、医療現場理解やデジタル技術に関する知識

の補完を可能としている。これにより、医学と情報工学の双方に基盤を持つ高度専門

職を育成するための、柔軟かつ体系的な教育体系を実現している。 

２．OPTを中核とした実践的教育の重視 

本専攻では、OPT及び PBL を教育課程の中核に位置づけている。医療機関や企業と

の連携の下、実際の現場課題に取り組むプロジェクト型の学修を通じて、医療現場の

ニーズを把握し、デジタル技術による解決策を提案・実装する能力を育成する。この

実践的な学修は、医療現場での協働、多職種連携、技術導入のプロセス理解を具体的

に体得する貴重な機会となり、従来型の講義中心の教育では得られない応用力・実装

力を効果的に涵養する。 

ー 設置の趣旨（本文） 10 ー



３．医療 DX 推進に必要な国際標準・データガバナンス・事業化を扱う横断的科目群 

本専攻の教育課程では、医療 DXの進展に不可欠な国際標準（相互運用性・医療情

報規格）、データガバナンス、医療情報の適正管理、製品開発・事業化など、横断的

な内容を扱う科目を共通選択科目として設置している。これにより、技術導入の実装

だけでなく、医療機関や企業の実務に必要な視点を含めた総合的な能力の育成を可能

としている。特に「製品開発戦略とプロダクトマネジメント」「国際医療情報規格と

相互運用性」「デジタルヘルスビジネス戦略」「事業計画演習」などは、国内外で求

められるデジタルヘルス人材像と合致しており、本専攻の大きな特色となっている。 

 

 

５. 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

５－１．教育方法 

本学は、前期後期の２学期制を取っており、１学期の授業期間は 15週としている。学

生は、専攻の教育体系に沿って、必修科目、医学系選択科目、工学系選択科目、共通選択

科目、ならびに研究科目（デジタルヘルス実践実習及び特別研究）を履修する。全ての講

義と演習には、体系的な科目ナンバリングが割り当てられており、科目区分や開講時期が

分かるように工夫されている。授業科目の内容等に応じて、１週 90分で２単位、１週 180

分で４単位等の講義科目等を配置する。場合によっては、１週 90分で隔週開講（８週間

分）の１単位の講義科目等も配置する。 

学生の能力の養成のために、教育・履修方法として次の項目を重要視する。 

１．医療情報、AI・データ解析、医療現場の構造理解、研究倫理など、デジタルヘル

スの基礎となる内容を計画的に学び、医療領域でデジタル技術を適切に活用でき

る能力を身につけること。 

２．医療従事者から学ぶ科目や医療制度・医療情報の講義等を履修し、医療現場の文

脈を理解したうえでデジタル技術による解決策を検討できる力を養うこと。 

３．医療機関や企業と連携したプロジェクトを通じて、課題抽出・分析・解決策の設

計といったプロセスを経験し、実装力と俯瞰的視点を涵養すること。 

４．国際標準や医療情報の相互運用性に関する科目の履修を通じて、グローバルな医

療 DXの動向に対応できる視野を持つこと。 

 

５－２．履修指導、研究指導の方法 

（１）出願前の指導 

本専攻では、志願者が入学前に研究指導体制や教育内容を十分に理解したうえで出

願できるよう、出願前の相談体制を整備する。学生募集要項には、教員の専門分野、主

要研究テーマ、デジタルヘルス領域における教育研究の概要を掲載し、志願者は希望指

導教員と事前に研究計画、キャリアパス、研究テーマの適合性等について相談すること
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ができる。 

（２）指導教員等の決定 

学生は志願時に希望する指導教員を選択し、入学後に正式に主指導教員を決定する。

主指導教員は本専攻の教授が担当する。 

（３）入学時の指導 

入学者に対しては、教務委員が全般的なガイダンス、専攻における科目区分の説明、

学習環境・設備の説明等、履修に関するオリエンテーションを実施し、その後、授業科

目や履修に関する事項等を説明する。 

（４）入学後の履修指導 

主指導教員は、学生の研究課題、キャリア計画、OPT の実施内容を踏まえて、個別に

履修計画を立案させる。学生のバックグラウンドを考慮し、必要に応じて医学系選択科

目または工学系選択科目を履修させ、学際的能力の補完を行う。 

本専攻では、医療機関・企業との連携を重視しており、OPT を含む研究科目の履修に

向けて、医療現場での実習調整、共同研究者との連携、データ利用に関する倫理手続き

など、実践的プロジェクトの準備を指導する。 

学生支援体制としては、本研究科学務担当、教育推進・学生支援機構学生相談ユニッ

ト、保健管理センター等と連携し、修学・生活の両面で支援を行う。

学生の修学上の指導・相談は、本研究科学務担当、教育推進・学生支援機構学生支援・

キャリアセンター修学支援ユニット及び指導教員が協力して行い、特に援助が必要な

学生は、学生相談ユニット（学生相談センター）の専任カウンセラー（教員）、心理カ

ウンセラー、インテーカーが助言、指導を行う。また、心身の健康の問題については、

保健管理センターと連携して指導する。 

学修計画の変更を必要とする場合は、指導教員及び本研究科学務担当と協議のうえ、

年度初めに変更手続きを行う。 

（５）修士論文指導及び学位審査 

本専攻における修士論文は、学生がデジタルヘルスに関連する分野の研究、または、 

OPT を通じて取り組んだ 医療機関または企業との共同プロジェクトに関する報告及び

考察を中心として構成する。 

学術研究に限定せず、医療 DX の実装・改善・評価に資する実践的成果も対象とし、

デジタルヘルス領域に必要な専門的能力を総合的に評価する。 

研究指導は主指導教員を中心に、副指導教員（医学系・工学系の両領域）と連携し、

OPT の計画立案、現場調整、データの扱い、倫理的配慮、成果の取りまとめに至るまで
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継続的に支援する。 

修士論文の中間発表を修了前年の秋頃に実施し、その進捗、方法論、倫理性、実装可

能性について確認する。最終審査は、論文及び最終発表に基づき行う。 

〔評価基準〕 

デジタルヘルスの専門性が多領域にまたがることを踏まえ、以下の５領域を総合的に

評価する。 

１. 技術領域

システム相互運用性への理解と適用

ITインフラ及びデータ基盤に対する適切な評価 

サイバーセキュリティ上の配慮とリスク低減策

２. 臨床領域

医療ワークフロー・診療プロセスの理解

提案内容が臨床現場の安全性・効率性に与える影響の分析

多職種連携の理解

３. 経済領域

デジタルヘルス技術の価値評価

導入・運用コストの整理

ビジネスモデルまたは持続可能性モデルの検討

４. 規制・政策領域

医療情報標準・規格への適合性

医療機器・デジタルヘルス関連の規制・認証要件の理解

データ保護・プライバシー・ガバナンスへの適切な配慮

５. 組織マネジメント領域

変革管理（Change Management）の視点を踏まえた提案

医療機関・企業における人材育成への寄与

イノベーション調達（Innovation Procurement）の理解

これらの領域を踏まえ、以下を総合的に判断し学位授与の可否を決定する。 

・OPT を通じて取り組んだ課題に対する問題設定の適切さ

・医療現場に即した実装の妥当性

・分析や考察の深さ

・発表・質疑応答能力

・倫理的配慮とデータの適正な扱い

・結果の有用性及び現場への貢献度

審査は主査１名、副査２名以上の計３名以上で構成される審査委員会により行い、学

ー 設置の趣旨（本文） 13 ー



際性・倫理性・透明性・厳格性を確保した体制で実施する。 

なお、修了までのスケジュール表は参考資料２、履修モデルは参考資料３を参照され

たい。 

５－３．修了要件 

（１）修了要件 

本専攻の修了要件は、本専攻に２年以上在学し、合計 30 単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、学位論文を在学期間中に提出して、その審査及び最終試験

に合格することとする。 

また、単位修了要件については、以下のとおりとする。 

単位修得要件（合計 30単位以上） 

修了に必要な単位は 30単位以上 とし、以下の区分から所定の単位を修得する。 

必修科目：７単位 

共通選択科目：２単位以上 

研究科目（デジタルヘルス実践実習 I・II、特別研究 I・II）：12単位（必修） 

さらに、学生のバックグラウンドに応じて、次の選択必修を定める。 

【工学系のバックグラウンドを持つ学生】 

医学系選択科目：４単位以上 

工学系選択科目：２単位以上 

【医療系のバックグラウンドを持つ学生】 

工学系選択科目：４単位以上 

医学系選択科目：２単位以上 

（２）単位数・科目区分の設定の考え方 

本専攻は、医学・工学の双方に基盤を持つ学際領域であり、入学者のバックグラウン

ドが多様であることから、「共通基盤」＋「学際補完」＋「横断領域」＋「実践（OPT）」 

の４層構造で単位数を設定している。 

・必修科目（７単位）

医療現場理解、データ活用、AI 基礎、研究倫理など、バックグラウンドに関わ

らず必要な共通基盤を最小限の負荷で必ず習得させるため、この単位数を設定し

た。 

・医学系／工学系選択科目（バックグラウンド別 ４単位＋２単位）

学生の基礎領域の不足を補うため、医療系出身者には工学系４単位、工学系出身
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者には医学系４単位を必ず履修させる。 

これは「双方が共通レベルに到達するために必要な最少限の補完単位」であり、

教育効果に基づく合理的な設定である。 

・共通選択科目（２単位以上）

デジタルヘルス推進には国際標準、相互運用性、データガバナンス、ビジネス戦

略などの横断知識が不可欠であり、最低限の修得を担保するため２単位以上を必

須とした。 

・研究科目（12 単位）

本専攻の特徴である OPTを含む研究科目は、医療機関・企業と連携して実践的

能力を育成する中核であり、十分な学修時間を確保するため 12単位を必修とした。

「デジタルヘルス実践実習 I」「デジタルヘルス特別研究 I」は１年次に、「デジ

タルヘルス実践実習 II」「デジタルヘルス特別研究 II」は２年次に履修すること

とし、１年次は基礎形成と課題設定、２年次は実践と修士論文の取りまとめに重点

を置く。 

・総計 30単位

医学系大学院の標準的負荷を維持しつつ、「基盤 → 補完 → 横断 → 実践」の

体系を維持するため、30単位が合理的な総量である。 

（３）最終発表(口頭試問)と学位審査 

審査は主査１名、副査２名以上で構成される委員会が行い、専門性・倫理性・学際性・

発表力等を基準に厳格かつ透明に実施する。

（４）学位授与

要件をすべて満たした者に、「修士（医工学）」を授与する。 

５－４．研究倫理審査体制 

本学では、「三重大学における公正研究の基本方針（平成 27年３月 26日制定、令和

７年３月 27 日改正）」により、本学に所属する教員、技術職員、大学院生、学部生等

の研究活動に携わるすべての者が守るべき倫理指針を示している。遺伝子組換えに関す

る研究計画については、「三重大学組換え DNA実験安全管理規程（平成 17年３月 24日

制定）」、人間を直接の対象とする研究計画については、「三重大学における人を対象

とする研究の倫理に関する規程（平成 21年２月４日制定）」、動物実験の研究計画に

ついては、「三重大学動物実験取扱規程（平成 19年２月 28日制定）」に基づき、事前

に申請書を提出し、各審査委員会での審議を経て承認を得なければ研究を開始できない

研究倫理審査体制が整備されている。 
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また、医学部・医学系研究科並びに医学部附属病院では、「三重大学医学部附属病院

医学系研究倫理審査委員会規程（平成 21年 4月 1日制定）」及び「三重大学医学系研

究科・医学部附属病院臨床研究取扱手順書（平成 21年 3月 25日制定 ）」を施行し、

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等に基づいて行われる生命科

学・医学系研究の適正な実施に関し、ヘルシンキ宣言に示された倫理規範、指針、その

他関係法令等の趣旨と倫理的配慮のもとに検討の上で審査しており、研究者等が実施す

べき事項に関する手順を定めている。また、研究活動に携わる全ての研究者に対し、研

究倫理教育を定期的に実施しており、医学部附属病院の e-ラーニングシステムを用いた

生命・医学系指針に関する講習会及び日本学術振興会の研究倫理 e-ラーニングコース

（eLCoRE）を受講させているほか、研究室研修に参加する医学部学生を対象にした研究

倫理に関する講義を毎年実施している。なお、三重大学の全ての大学院生においても修

了要件として、日本学術振興会の研究倫理 e-ラーニングコース（eLCoRE）を受講してい

る。 

６.基礎となる学部との関係

本専攻の基礎となる学部の１つである工学部総合工学科では、電気電子工学コース、電

子情報工学コース及び情報工学コースにおいて、本専攻と関連する情報通信、デジタル工

学、コンピュータサイエンス等の教育研究領域を有している。 

これらの領域は本専攻におけるデジタルインテリジェンス特論やデジタルヘルスソ

リューション演習、ウェアラブル・IoTシステム特論等の教育内容と密接に関連しており、

当該領域について学ぶ学生のうち、ヘルスケア分野に関心を持つ学生にとって、本専攻が

進学先となりうる。また、工学部における当該領域の教員の一部が、本専攻の工学系選択

科目を担当しており、医療系のバックグラウンドを持つ学生がデジタル技術についての

知識を補完できるよう連携した教育を実施する。 

また、もう１つの本専攻の基礎となる学部である医学部では、放射線医学における遠隔

画像診断に関する取組、循環器内科学における心不全管理アプリに関する取り組みなど、

各教育研究領域において医療 DX を推進しており、これらの取組に関わっている教員を本

専攻の専任教員として配置している。 

さらに、デジタルを基盤とした分野横断型教育研究を推進するため、令和７年 10月に

全学組織として「MUDX Initiative」を設置した。本組織には、本専攻の専任教員６名を

含む 16名の教員を配置し、医療ビッグデータを蓄積・活用するプロジェクトや本専攻の

教育プログラムの開発に取り組んでいる。 
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７. 「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施

本研究科では、医療及び医学関連分野で活躍している社会人に高度の医学研究能力を

身につける機会を提供するために、大学院設置基準第 14条に定める教育方法の特例を活

用して、昼夜開講制による授業を実施しており、本専攻でも同様の対応による教育を実施

する。 

（１）修業年限 

 本研究科修士課程は標準修業年限が２年であるが、職業等を有しながら研究に取

り組むには時間的制約等の困難も多く、修了までに２年以上要することもあり、経済

的負担が大きくなる。そこで本研究科では、職業を有する等個人の事情に応じて柔軟

に標準修業年限（２年）を超えて履修し、学位を取得できるよう「長期履修学生制度」

（最長４年）を設けている。 

（２）履修指導及び研究指導の方法 

研究指導は、指導教員を中心とし、本専攻教員間の積極的な協力に基づくきめ細か

い指導体制により、専門的分野と学際的観点から実施する。 

（３）授業の実施方法 

通常の授業時間帯のほかに、社会人が大学院の授業、研究指導をより受けやすくす

るために、夜間や特定の時間・時期に授業・研究指導の時間を設ける。また、必要に

応じて長期休暇を利用して授業を受講することも可能である。これらの場合、指導を

希望する教員と十分相談の上、実施可能な履修計画を検討する。 

さらに、オンデマンド型を含む講義のオンライン開講を導入し、社会人学生が自身

の就業先からの受講や就業時間外の受講がしやすい体制を整える。 

（４）教員の負担の程度 

土日開講の授業を担当する教員に対して、勤務時間の振替措置を実施するととも

に、過重な勤務とならないように他の授業科目の開講時間の調整を実施する。また、

育児・介護が必要な教員には、夜間の授業が継続しないように配慮する。一部の教員

に過度な負担が生じないように十分に配慮する。  

（５）図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置 

 本学附属図書館は、平日８時 30 分から 20 時 00 分まで、土日祝日 11 時 00 分から

18時 30分まで開館しており、社会人学生も十分利用可能な体制を取っている。また、

電子ジャーナル学外認証に対応しており、自宅等の学外から文献データベースにア

クセス可能であるため、文献の調査も効率的に実施できる。

また、医学部図書館では、特に医学・看護学の専門書をそろえ、平日９時から 24

時まで利用可能となっている。 

（６）入学者選抜の概要 

本専攻では、社会人特別選抜を実施する。入学者の選抜は、外部試験を活用した外国

語試験及び面接（口述試験を含む）の結果を総合して合否を判定する。（社会人特別
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選抜に係る詳細については、「８－２．入学者選抜の方法・体制」を参照） 

 

８. 入学者選抜の概要 

８－１．学生受入れの方針 

養成する人材像及び教育課程の編成方針を踏まえ、アドミッション・ポリシーを次のと

おり定める。 

 

デジタルヘルス専攻アドミッション・ポリシー 

１. 医療または情報工学のいずれかの分野に関する基礎知識を有し、デジタル技術を

活用した医療分野の課題解決に取り組む意欲を持っている人。 

２. 高い倫理観と社会貢献の意欲を持ち、専門分野を超えて学び続け、新たな知識や

技術を柔軟に取り入れる意欲を持っている人。 

３. 異なる立場や視点を尊重し、円滑な対話を通じて多様な専門分野の人々と協力で

きる人。 

 

８－２．入学者選抜の方法・体制 

デジタルヘルス専攻の入学者選抜は、入学定員（10 名）に基づき９月下旬実施予

定の「第１次選抜」及び１月下旬実施予定の「第２次選抜」により行う。合否判定に

ついては、本研究科の教員で構成される大学院委員会及び研究科教授会等において

厳格な審査を経て決定するものとする。なお、専攻設置時期の都合により、設置初年

度の第１次選抜は９月下旬に実施するが、設置２年目以降は８月中旬に実施予定と

する。入学者の選抜方法及び体制の詳細は以下の通りとする。 

 

（１）一般選抜（第１次：９月下旬実施予定 ※設置２年目以降は８月中旬実施予定） 

出願時に際して志願者は、入学志願票に志望する専攻を記入し、出身大学等の

成績証明書及び志望理由書等を併せて提出する。 

選抜は外国語試験及び面接（口述試験を含む）の結果を総合して合否を判定す

る。外国語試験については、出願前２年以内に受験した TOEICのスコア、TOEFL

のスコアレポート、IELTSの成績証明書のいずれか１つを用いることとし、当該

書類を入学試験時に提出させる。面接試験では、志望理由や研究意欲、これまで

の活動歴等に関するプレゼンテーションを含む個人面接を実施し、適性及び人

物評価を厳格に行う。 

（２）一般選抜（第２次：１月下旬実施予定） 

デジタルヘルス専攻の入学定員を充足していない場合に限り、第２次学生募

集を実施する。提出書類及び選抜方法については、原則として第１次試験におけ

る基準及び方法を同様に適用する。 
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（３）社会人特別選抜 

本選抜の対象者は、企業、官公庁、研究機関等に職員として勤務する者、または

過去の実務経験や国家資格の取得等により社会人として認められる者とする。 

出願時に際して志願者は、入学志願票に志望する専攻を記入し、出身大学等の成

績証明書、志望理由書、受験承諾書及び業績等を確認できる書類等を併せて提出す

る。 

選抜は外国語試験及び面接（口述試験を含む）の結果を総合して合否を判定する。

外国語試験については、出願前２年以内に受験した TOEIC のスコア、TOEFLのスコ

アレポート、IELTSの成績証明書のいずれか１つを用いることとし、当該書類を入

学試験時に提出させる。面接試験では、社会人経験に基づいた志望理由や研究意欲、

これまでの活動歴等に関するプレゼンテーションを含む個人面接を実施するとと

もに、出願時に提出された書類により社会人としての業績も勘案した上で、適性及

び人物評価を厳格に行う。 

９. 教育研究実施組織の編成の考え方及び特色

９－１．教員組織の編成の考え方等 

教員組織の編成にあたっては、本専攻の設置の趣旨及び教育課程の特色を踏まえ、医療

現場に精通し、現場へのデジタル技術導入の経験を有する医学・医療系分野の教員を基盤

としつつ、AI、データサイエンス及び情報システム等を専門とする情報工学系分野の教員

を配置することで、医療とデジタル技術を橋渡しできる体制を構築している。併せて、医

療情報の利活用に伴う倫理や法制度に関する教育を担う教員を配置し、実践的かつ多面

的な教育研究を可能としている。 

また、教育上主要と認める授業科目、特に必修科目については、いずれも専任教員を

配置している。必修科目には、データサイエンスや電子カルテ情報の取り扱いに関する

講義及び演習も含まれるが、これらについても情報工学系分野の知識を有する医学系研

究科所属の専任教員が中心となって担当することで、教育内容の一貫性及び継続性を確

保し、体系的な教育を行う体制を整えている。 

９―２．年齢構成及び定年 

教員の年齢構成については、以下のとおりであり、一定の年代に教員数が集中しない

よう計画的な採用を行っている。また、教員の定年は、国立大学法人三重大学職員就業

規則（参考資料４参照）により 65歳と定めているほか、寄附講座の教員については定

年を 68歳までと定めている。 
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国立大学法人三重大学職員就業規則（抄） 

  (定年) 

第 21条 職員の定年は，満 65歳とする。 

２ 定年による退職の日（以下「定年退職日」という。）は，定年に達した日以後に

おける最初の３月 31 日とする。  

 

国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第 2 条第 6 号に規定する大学教員の最終

雇用年齢に関する規程（抄） 

国立大学法人三重大学における教育研究の進展及び充実のため雇用する国立大学法人

三重大学職員の任期に関する規程第 2条第 6号に規定する寄附講座又は寄附研究部門に

所属する大学教員(以下「寄附講座大学教員等」という。)には，国立大学法人三重大学

職員就業規則第 21条の規定を適用しないものとする。ただし，寄附講座大学教員等の

雇用にあたっては，当該寄附講座大学教員等の年齢が満 68歳に達する日以後における

最初の 3月 31日を超えた者を雇用できないものとする。 

 

なお、完成年度（令和 11年３月 31日時点）における教員組織の年齢構成は以下のとお

り。  

 

 

 

職　位 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～68歳 合　計

教　授 2人 4人 1人 7人

准教授 1人 1人

講　師 1人 1人 2人

助　教 2人 1人 3人

デジタルヘルス専攻　専任教員の年齢構成
設置時（令和9年4月時点）

職　位 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～68歳 合　計

教　授 1人 5人 1人 7人

准教授 1人 1人

講　師 1人 1人 2人

助　教 1人 1人 1人 3人

デジタルヘルス専攻　専任教員の年齢構成
完成年度（令和11年3月時点）
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９－３．事務組織 

事務組織は、履修申請、学位授与審査申請及び奨学金申請等をはじめとする教学事務

全般について、医学部及び医学系研究科の学生を対象に支援を行い、教育・研究活動が

円滑に運営されるように努める。また、留学生支援や在学生の海外留学等の国際交流に

関わる事項については、本学国際戦略機構と連携しながら、必要に応じて適切なサポー

トを行う。

１０. 研究の実施についての考え方、体制、取組

１０－１．研究の実施についての考え方、実施体制 

 本学では、世界に貢献する特色ある先端研究、地域に根ざしたオンリーワン研究、社会

課題の解決につながる応用研究、さらに未来を拓く多様な基礎研究に取り組み、国際性と

高い倫理性を備えた研究活動を行うことを目標としている。 

 上記の目標を達成するため、独自の研究支援制度により、研究資金や渡航費用の支援、

公的研究費獲得に向けた支援等を実施している。 

また、既存の組織を再編することで令和４年４月に「三重大学研究基盤推進機構」を設

置し、本学が社会とともに発展することを目指して、多様的に展開する研究活動を支援、

推進している。 

１０－２．技術職員や URA の配置状況 

（１）技術職員 

 本研究科内には３名の技術職員が配置されており、各専門分野における研究活動を

効率的かつ効果的に遂行するための体制が整備されている。これらの技術職員には、

病理解剖等の専門的技術を担う職員も含まれており、研究及び教育活動に必要な高度

な技術的支援が適切に提供されている。 

（２）URA 

これまで URAは、教員として採用していたが、更なる研究資金獲得、研究活動マネジ

メント等の研究力の強化を目的に、研究支援業務を専門的に行う専門職（URA）を令和

６年度から新設した。令和７年 12月時点で教員５名、専門職（URA）４名の計９名を配

置しており、今後更に増員していく。 

本学では、研究・社会連携活動を統括する組織である研究・地域連携統括本部（令和

６年４月設置）に URA室を設置し、研究者が研究に専念できる環境と充分な研究時間を

確保し、研究成果を社会変革につながるイノベーションの創出を推進している。 

また、本学では URAを「研究者とともに研究活動の企画・マネジメント、研究成果活

用促進を行うことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化
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等を支える業務に従事する者」と定義しており、外部資金の獲得のための支援、企業・

自治体等と本学教員等との共同研究等のマッチング、研究支援、進捗状況の管理及び知

的財産権の管理等を行っている。 

 

 

１１. 施設・設備等の整備計画 

１１－１．校地等の整備計画 

本研究科の専任教員の教育・研究拠点は上浜キャンパス（三重県津市）に置かれている。

当該校地は、医学部に加え、本研究科の修士課程医科学専攻、博士前期課程看護学専攻、

博士課程生命医科学専攻及び博士後期課程看護学専攻と共用しているほか、新たにデジ

タルヘルス専攻も同キャンパスを利用することとなる。しかしながら、現在の在籍学生数

や、施設利用状況を総合的に勘案すると、教育・研究の実施に支障が生じることはなく、

円滑な運営が可能である。 

 

１１－２．校舎等施設の整備計画 

上浜キャンパスには、本研究科に関する授業を実施するための講義室や大学院学生の

研究室（自習室）を備えた教育・研究棟の他、プレゼンテーションや講演会に利用可能な

ホール、図書館等の附属施設を有している。本研究科における教育・研究活動を円滑に行

うために必要な施設・設備が十分に整っている。 

 

１１－３．図書館の整備計画 

本学附属図書館は、「研究支援機能」、「学習支援機能」及び「地域貢献機能」の３つの

機能をサービスの柱に据え、主に教育研究上必要な図書・学術雑誌を収集・提供しており、

91 万冊を超える図書と約１万８千種以上の学術雑誌の所蔵に加え、５千種以上の電子

ジャーナルを提供している。図書館の規模は、延床面積 8,276 ㎡、閲覧座席 741 席であ

る。館内には、閲覧室に加え、学生が自習に使用できる研究ブースやグループでの学習の

場としてラーニングコモンズを設け、多様な学習形態に対応している。また、三重大学蔵

書検索システム（MU-OPAC）による蔵書検索機能や国内外のデータベースを活用した論文

検索システムを備えている他、利用者の希望に応じて他図書館等から必要な蔵書や論文

等を取り寄せることも可能である。 

開館時間等は以下の通りとなっている。 

授業期の平日    ８：30～20：00 

休業期の平日    ８：45～17：00  

授業期の土日祝日  11：00～18：30  

ただし、年末年始等は休館 

また、分館として医学部図書館を設置し、前述の蔵書のうち医学・看護学分野を中心
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とした図書 19,627冊・雑誌 1,507 種を所蔵している。医学図書館は医学系研究科の

建物内に設置され、延床面積 929㎡、閲覧座席数 171席である。図書・雑誌は、開架

書架に配架しているため自由に閲覧可能であり、社会人大学院生や附属病院職員が利

用しやすいよう、開館時間は、土日・祝日に関わらず 9：00～24：00（係員の在室は

平日 9：00～17：00）としている。 

１２．管理運営 

本研究科における教育研究活動に係る重要事項の審議は、教授会と、その下部委員会で

ある博士専門委員会、修士専門委員会、大学院委員会等で実施している。それらの責務と

権限は以下の通りである。 

教授会は、医学系研究科の専任教授等を構成員として原則月１回開催しており、①学生

の入学、卒業及び課程の修了に関する事項、②学位の授与に関する事項、③教育課程の編

成に関する事項、④学生の再入学、転入学、編入学及び転学部に関する事項等を審議し、

最終決定を行っている。 

各専門委員会は、上記事項について審議を行う。大学院委員会は、本研究科に関する教

育課程、教育指導及び研究指導、授業、学生の表彰、入学料及び授業料の免除等、独立行

政法人日本学生支援機構奨学生の選考、入試試験の実施、合格者の選考及び合否判定資料

の作成に関する事項等を審議する。 

１３．自己点検・評価 

 「三重大学評価委員会」を設置し、これらの委員会が中心となり、第三者評価である大

学機関別認証評価及び国立大学法人評価に対応する教育・研究活動等の自己点検・評価と、

学校教育法 109条第１項の規定に基づき大学独自の自己点検・評価を実施している。自己

点検・評価は、「三重大学における内部質保証に関する規程」に基づいて、自己点検項目

等の評価対象事項について、各担当部局が自己点検・評価した上で、その結果を評価専門

委員会において検証し、評価委員会で総括するという方法で毎年実施している。評価の結

果は、評価報告書として取りまとめ三重大学ホームページに公開しているほか、学内会議

で報告している。 

※学校教育法 109条第１項の規定に基づく自己点検・評価結果

https://www.mie-u.ac.jp/about/check/index.html#15jikotenken

１４．情報の公表 

公的教育・研究機関として社会への説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上さ
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せる観点から、ホームページや広報誌等を通じて、教育・研究活動、産学連携活動、社会

貢献活動の状況を積極的に公表している。 

 

①大学ホームページアドレス （https://www.mie-u.ac.jp/） 

 

②学校教育法施行規則第 172条の２に基づく教育・研究活動等の状況の公表 

以下の項目について、下記アドレスにて一括して閲覧可能な形で公表している。 

 （https://www.mie-u.ac.jp/about/disclosure/annouce/index.html） 

（１）大学の教育研究上の目的及び第 165条の２第１項の規定により定める方針に関す

ること 

本学の基本理念及び目標、学部・大学院の目的、本学の３つの方針等 

（２）教育研究上の基本組織に関すること 

本学の運営組織、各学科の概要、各専攻の概要等 

（３）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

教員組織、役員・教員数（職位別、年齢別、男女別）及び教員の保有学位、専

門分野、業績等 

（４）入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者

数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関する

こと 

医学系研究科のアドミッション・ポリシー、入学・収容定員数、在籍学生数、

入学者選抜状況、進路状況、就職状況等 

（５）大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学

位授与の状況に関すること 

医学系研究科に入学した者のうち標準修業年限内で修了した者の占める割合等 

（６）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

医学系研究科のシラバス等 

（７）学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関すること 

医学系研究科の成績評価、卒業・修了認定基準、取得可能学位 

（８）校地、校舎の施設及び設備その他の教育研究環境に関すること 

土地・建物、課外活動施設、学生食堂、保健管理センター、附属図書館、自習

室、その他の学習環境施設、交通案内 

（９）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

授業料・入学料の額、入学料・授業料免除、学生寄宿舎寄宿料、学内施設利用

料 

（10）大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

修学支援（オフィスアワー、修学相談、奨学金制度等）、就職・キャリア支援
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（就職相談、各種セミナー・就職ガイダンスの実施等）、学生生活支援（アルバ

イト紹介、学生寮案内等）、心身の健康等に係る支援（一般内科相談、メンタル

ヘルス相談）、ハラスメント相談、留学生支援（日本語教育、異文化交流体験等）、

障害者支援 

（11）大学院設置基準第 14条の２第２項に規定する学位論文に係る評価に関すること 

学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たって、客観性及び

厳格性を確保するための基準 

（12）学部・研究科等の設置計画に関する情報 

本学の学部及び大学院の設置計画書及び設置計画履行状況等報告書 

（13）教学マネジメント指針に関する事項 

「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標の達成状況を明らかにす

るための学修・教育成果に関する情報、学修・教育成果を保証する条件に関する

情報 

③その他

・学則等各種学内規則

（https://www.mie-u.ac.jp/koukai/kisoku/index.html）

・自己点検・評価結果

（https://www.mie-u.ac.jp/about/check/index.html#15jikotenken）

１５．教育内容等の改善のための組織的な研修等 

教育内容等の改善のための組織的な取組 は、本学の教育に関する全学的事項の審議を

行うために設置している「三重大学教育・学生会議 」が核となり進めているが、全学的

な FD（ファカルティ・ディベロップメント）活動は、全学組織である「教育推進・学生支

援機構」等が実務を担い、毎年数回の研修会を実施している。 

また、教育内容・方法改善のための各種アンケート調査（「三重大学 学びの振り返り・

授業改善のためのアンケート」（実施主体：教育推進・学生支援機構、実施頻度：毎学期

１回）、「三重大学教育満足度調査」（実施主体：教育推進・学生支援機構、実施頻度：

毎年１回）、「卒業生・修了生・事業所へのアンケート調査」（実施主体：教育推進・学

生支援機構、実施頻度：３年程度に１回）等）を継続的に実施しており、結果分析と分析

結果の各担当部局と教員へのフィードバック及び分析結果に基づくカリキュラムの検証

等の取組を行い、教育の質の向上や改善を図っている。 

また、本研究科では教育内容及び教育方法の改善に向けた組織的な取り組みを継続的

に実施している。研究科教授会において、大学院委員長より「学びの振り返り・授業改善

のためのアンケート結果」や「教育満足度調査」に基づく報告が行われ、教員間で教育改
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善への意識を共有・向上させる機会を設けている。また、大学院委員会において、年１回、

修士課程及び博士課程の学生（社会人学生及び一般学生）と学生懇談会を開催し、教育内

容等に関する意見交換の場を設けることで、学生の声を教育改善に活かすための具体的

な方策を講じている。 
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「養成する人材像」において示している知識、能力等ごとに、３つのポリシーの関連する箇所を抜粋し、特に関連性の高
い箇所を太字・下線で示している

養成する人材像と３つのポリシーの関係性 ①知識・技能

養成する人材像 医療現場のニーズを的確に把握・理解し、デジタル技術を効果的に活用したソリューションを提案できる能力

ディプロマ・ポリシー
１．医療分野の課題解決に必要なデジタル技術の専門知識と技能を備えている。

2．医療現場へのデジタル技術の導入プロセスと成果について、論理的で分かりやすい説明ができる。

カリキュラム・ポリシー

（教育課程における教育・
学修方法に関する方針）

デジタルヘルスにおける基礎知識、応用スキル、実践力を体系的に修得するため、以下の教育方法を採用する。

１．基礎的学び： AI、IoT、クラウド技術、データ解析など、医療DXに必要な最新技術を体系的に学ぶ。また企
業や医療現場から講師を招き、現場の具体的な課題に触れる機会を設ける。これにより、PBL
（Problem-Based Learning）を通じて、これらの技術を課題解決に応用する方法を学ぶ。
また、医療倫理や法令に関する基本的事項を学ぶ。

２．実践的学び： 地域医療機関や企業と連携したOPT によってデジタルヘルスに関連した実際のプロジェクト
に参加する。この過程で、実務能力を強化する。

３．研究活動 ： OPTを通じて得られたプロジェクト成果をもとにレポートを作成する。このレポートは修士論
文の基礎となる。

アドミッション・ポリシー

1. 医療または情報工学のいずれかの分野に関する基礎知識を有し、デジタル技術を活用した医療分野の課題
解決に取り組む意欲を持っている人。

2. 高い倫理観と社会貢献の意欲を持ち、専門分野を超えて学び続け、新たな知識や技術を柔軟に取り入れる
意欲を持っている人。

参考資料１
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「養成する人材像」において示している知識、能力等ごとに、３つのポリシーの関連する箇所を抜粋し、特に関連性の高
い箇所を太字・下線で示している

養成する人材像と３つのポリシーの関係性 ②倫理観

養成する人材像 医療データの取り扱いやプライバシーに関する法規制の知識と高い倫理観

ディプロマ・ポリシー 3．デジタル技術の医療応用に関して高い倫理観を持ち、責任ある行動ができる。

カリキュラム・ポリシー

（教育課程における教育・
学修方法に関する方針）

デジタルヘルスにおける基礎知識、応用スキル、実践力を体系的に修得するため、以下の教育方法を採用する。

１．基礎的学び： AI、IoT、クラウド技術、データ解析など、医療DXに必要な最新技術を体系的に学ぶ。また企業
や医療現場から講師を招き、現場の具体的な課題に触れる機会を設ける。これにより、PBL
（Problem-Based Learning）を通じて、これらの技術を課題解決に応用する方法を学ぶ。
また、医療倫理や法令に関する基本的事項を学ぶ。

２．実践的学び： 地域医療機関や企業と連携したOPT によってデジタルヘルスに関連した実際のプロジェクト
に参加する。この過程で、実務能力を強化する。

３．研究活動 ： OPTを通じて得られたプロジェクト成果をもとにレポートを作成する。このレポートは修士論文
の基礎となる。

アドミッション・ポリシー 2. 高い倫理観と社会貢献の意欲を持ち、専門分野を超えて学び続け、新たな知識や技術を柔軟に取り入れる
意欲を持っている人。
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「養成する人材像」において示している知識、能力等ごとに、３つのポリシーの関連する箇所を抜粋し、特に関連性の高
い箇所を太字・下線で示している

養成する人材像と３つのポリシーの関係性 ③現場との連携による課題解決力

養成する人材像 医療機関や地域社会と協力し、多職種連携を通じて、医療現場でデジタル技術の導入と活用を推進する能力

ディプロマ・ポリシー ４．学際的な知識を活かし、異なる専門分野の連携を促進して医療システム改善に貢献できる。

カリキュラム・ポリシー

（教育課程における教育・
学修方法に関する方針）

デジタルヘルスにおける基礎知識、応用スキル、実践力を体系的に修得するため、以下の教育方法を採用する。

１．基礎的学び： AI、IoT、クラウド技術、データ解析など、医療DXに必要な最新技術を体系的に学ぶ。また企業
や医療現場から講師を招き、現場の具体的な課題に触れる機会を設ける。これにより、PBL
（Problem-Based Learning）を通じて、これらの技術を課題解決に応用する方法を学ぶ。
また、医療倫理や法令に関する基本的事項を学ぶ。

２．実践的学び： 地域医療機関や企業と連携したOPT によってデジタルヘルスに関連した実際のプロジェクト
に参加する。この過程で、実務能力を強化する。

３．研究活動 ： OPTを通じて得られたプロジェクト成果をもとにレポートを作成する。このレポートは修士論文
の基礎となる。

アドミッション・ポリシー 3．異なる立場や視点を尊重し、円滑な対話を通じて多様な専門分野の人々と協力できる人。
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デジタルヘルス専攻　修了までのスケジュール

学年 月 履修 研究指導 備考

入学前

4 履修登録
指導教員決定
研究計画指導

5

6 研究指導

7

8

9

10 履修登録

11

12

1

2

3 履修登録（2年次分）

4 研究指導

5

6 論文指導

7

8

9

10 履修登録

11 学位論文申請書類配付

12

1
主査·副査決定
修士論文提出

学位論文提出締切

2 論文審査

3 学位授与
修了判定
学位授与

1年

2年

参考資料２
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前期 後期 前期 後期

必修科目 デジタルヘルス概論（２）
ヘルスケアインテリジェンス演習（２）
知的財産・研究インテグリティ・ELSI（２）

医療従事者から学ぶ医療現場の課題（２）
8

医学系選択科目 臨床医学概論（２） デジタルヘルスと医療・社会システム（２）
病院情報システム（２） 6

工学系選択科目 統計・機械学習基礎論（２）
デジタルインテリジェンス特論（２）

デジタルヘルスソリューション演習（２）
ウェアラブル・IoTシステム特論（２）

情報セキュリティ特論（２）
10

共通選択科目 国際医療情報規格と相互運用性（２） 製品開発戦略とプロダクトマネジメント（２）
デジタルヘルスビジネス戦略（２）

事業計画演習（２）
6

研究科目 デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４） 12

前期 後期 前期 後期

必修科目 デジタルヘルス概論（２）
ヘルスケアインテリジェンス演習（２）
知的財産・研究インテグリティ・ELSI（２）

医療従事者から学ぶ医療現場の課題（２）
8

医学系選択科目 臨床医学概論（２） 病院情報システム（２）
4

工学系選択科目 ウェアラブル・IoTシステム特論（２）
2

共通選択科目 国際医療情報規格と相互運用性（２） 製品開発戦略とプロダクトマネジメント（２）
4

合計
研究科目 デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）

デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）
デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４） 12 30

開講科目の配置（一覧）

科目群
1年生 2年生

 単位数計

履修モデル１－１　　工学系の知識をバックグラウンドに持つ学生のカリキュラム
　（例：情報工学あるいは情報学に関する学部を卒業した学生）

科目群
1年生 2年生

 単位数計

参考資料３

ー 設置の趣旨（資料） 5 ー



前期 後期 前期 後期

必修科目 デジタルヘルス概論（２）
ヘルスケアインテリジェンス演習（２）
知的財産・研究インテグリティ・ELSI（２）

医療従事者から学ぶ医療現場の課題（２）
8

医学系選択科目 臨床医学概論（２） デジタルヘルスと医療・社会システム（２）
4

工学系選択科目 統計・機械学習基礎論（２）
2

共通選択科目 デジタルヘルスビジネス戦略（２） 事業計画演習（２）
4

合計

研究科目 デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４） 12 30

前期 後期 前期 後期

必修科目 デジタルヘルス概論（２）
ヘルスケアインテリジェンス演習（２）
知的財産・研究インテグリティ・ELSI（２）

医療従事者から学ぶ医療現場の課題（２）
8

医学系選択科目 病院情報システム（２）
2

工学系選択科目 デジタルインテリジェンス特論（２） デジタルヘルスソリューション演習（２） 情報セキュリティ特論（２）
6

共通選択科目 製品開発戦略とプロダクトマネジメント（２）
2

合計
研究科目 デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）

デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）
デジタルヘルス実践実習I（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究I（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４）

デジタルヘルス実践実習II（通年）（２）
デジタルヘルス特別研究II（通年）（４） 12 30

1年生 2年生
 単位数計

履修モデル１－２　　工学系の社会人学生のカリキュラム
　（例：企業において医療システムの開発に従事する技術者）

履修モデル２　　コメディカル系の知識・経験をバックグラウンドに持つ社会人のカリキュラム
　（例：臨床工学技士や診療放射線技師等のコメディカル系の学部を卒業した学生、臨床工学技士や診療放射線技師等のコメディカル職に従事する社会人）

科目群
1年生 2年生

 単位数計

科目群

ー 設置の趣旨（資料） 6 ー
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学生確保の見通し等を記載した書類 

（三重大学大学院医学系研究科デジタルヘルス専攻）

（１）新設組織の定員充足の見込み及び定員設定の理由

① 新設組織の定員充足の見込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２

② 新設組織の定員設定の理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８

（２）学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果

① 本学工学部生を対象とした取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９

② 医療機関等に従事する社会人を対象とした取組 ・・・・・・・・・・・Ｐ９

③ その他の学生確保に向けた取組と見込まれる効果 ・・・・・・・・・・Ｐ９

（３）新設組織で養成する人材の社会的要請及び人材需要の動向

① 新設組織で養成する人材の社会的要請 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１

② 人材需要に関するアンケート調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
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（１）新設組織の定員充足の見込み及び定員設定の理由 

①新設組織の定員充足の見込み 

本専攻の入学定員 10 名に対する充足見込みを考察するため、本学工学部生及び三重県内医療

機関の病院長を対象にアンケート調査を実施した。 

ⅰ）本学工学部生を対象としたアンケート調査（参考資料 01） 

アンケートは、本専攻への志願が見込まれる工学部電気電子工学コース（以下、「電気電子」）

及び情報工学コース（以下、「情報工学」）の３年生（令和９年度大学院進学）、２年生（令和

10 年度大学院進学）を対象に実施した。学年ごとの在籍学生数、回答者数及び回答率は表１

のとおりである。 

また、以降で各学年・コースの在籍学生全員が回答した場合について推計するため、回答者

数の補正に使用する係数を併せて算出する。 

表１：アンケート実施コースと学年ごとの在籍学生数、回答者数、回答率、補正係数 

学年 コース名 在籍学生数 回答者数 回答率 
補正係数 

（在籍学生数/
回答者数） 

３年生 電気電子 122 103 84.4％ 1.18 

情報工学 76 55 72.4％ 1.38 

２年生 電気電子 114 102 89.5％ 1.12 

情報工学 78 59 75.6％ 1.32 

表２－１、２－２において、【設問６－１】で本専攻へ進学希望（「進学したい」または「ど

ちらかといえば進学したい」）と回答した者のうち、【設問４－１】で卒業後の進路を「進学」

または「わからない」と回答した者の数を示すとともに、回答者数に補正係数を乗じることで、

調査対象コースの在籍学生全員が回答した場合の回答者数（推計）を算出する。 
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表２－１：本専攻への進学希望者のうち、卒業後の進路を「進学」または「わからない」と回

答した数（３年生） （単位：名） 

コース
デジタルヘルス専攻
への進学希望 

卒業後の 
進路 

回答者数 
Ａ 

補正係数 
回答者数（推計） 
Ａ×補正係数＝Ａ′ 

電気電子 進学したい 進学 5 1.18 6 

わからない 2 1.18 2 

どちらかといえば 
進学したい 

進学 20 1.18 24 

わからない 7 1.18 8 

情報工学 進学したい 進学 0 1.38 0 

わからない 0 1.38 0 

どちらかといえば 
進学したい 

進学 9 1.38 12 

わからない 4 1.38 6 

表２－２：本専攻への進学希望者のうち、卒業後の進路を「進学」または「わからない」と回

答した数（２年生）                       （単位：名） 

コース
デジタルヘルス専攻
への進学希望 

卒業後の 
進路 

回答者数 
Ａ 補正係数 

回答者数（推計） 
Ａ×補正係数＝Ａ′ 

電気電子 進学したい 進学 5 1.12 6 

わからない 1 1.12 1 

どちらかといえば 
進学したい 

進学 7 1.12 8 

わからない 2 1.12 2 

情報工学 進学したい 進学 3 1.32 4 

わからない 2 1.32 3 

どちらかといえば 
進学したい 

進学 7 1.32 9 

わからない 5 1.32 6 

表２－１、２－２で示した回答者数（推計）に加え、以下の２点の仮定条件を考慮した上で、

本専攻の志願者数（推計）を表３－１、３－２のとおり算出する。 

仮定１）大学院への進学率 

卒業後の進路を「進学」と回答した学生：100％ 

卒業後の進路を「わからない」と回答した学生 電気電子：65.5％ 

情報工学：56.7％ 

※「わからない」と回答した場合は、各コースの平均進学率（令和４～６年度）

仮定２）志願割合 

デジタルヘルス専攻へ「進学したい」と回答した学生：90％ 

デジタルヘルス専攻へ「どちらかといえば進学したい」と回答した学生：50％ 

※工学研究科教員への聞き取り調査より設定
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表３－１：志願者数（推計）（３年生）  （単位：名） 

コース
デジタルヘルス専攻

への進学希望 
卒業後の 
進路 

回答者数 
（推計） 
Ａ′ 

進学率 
Ｂ 

志願割合 
Ｃ 

志願者数 
(推計) 

Ａ′×Ｂ×Ｃ 

電気電子 進学したい 進学 6 100％ 90％ 5 

わからない 2 65.5％ 90％ 1 

どちらかといえば 
進学したい 

進学 24 100％ 50％ 12 

わからない 8 65.5％ 50％ 3 

情報工学 進学したい 進学 0 100％ 90％ 0 

わからない 0 56.7％ 90％ 0 

どちらかといえば
進学したい 

進学 12 100％ 50％ 6 

わからない 6 56.7％ 50％ 2 

志願者数（推計） 計 29 

表３－２：志願者数（推計）（２年生）  （単位：名） 

コース
デジタルヘルス専攻

への進学希望 
卒業後の 
進路 

回答者数 
（推計） 
Ａ′ 

進学率 
Ｂ 

志願割合 
Ｃ 

志願者数 
(推計) 

Ａ′×Ｂ×Ｃ 

電気電子 進学したい 進学 6 100％ 90％ 5 

わからない 1 65.5％ 90％ 1 

どちらかといえば 
進学したい 

進学 8 100％ 50％ 4 

わからない 2 65.5％ 50％ 1 

情報工学 進学したい 進学 4 100％ 90％ 4 

わからない 3 56.7％ 90％ 1 

どちらかといえば
進学したい 

進学 9 100％ 50％ 5 

わからない 3 56.7％ 50％ 1 

志願者数（推計） 計 22 

以上から、令和９、10 年度入学における本学工学部からの志願者数（推計）を以下のとお

り算出する。 

【本学工学部からの志願者数（推計）】 

令和９年度入学（３年生） 合計 29 名 … Ⅰ （表３－１参照） 

令和 10 年度入学（２年生） 合計 22 名 … Ⅱ （表３－２参照） 
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ⅱ）三重県内医療機関を対象としたアンケート調査（参考資料 02） 

本専攻では、医療機関で勤務する医療技術者からの志願を見込んでいるが、医療技術者が働

きながら大学院へ入学するには、自身の所属する機関からの理解や推奨が不可欠である。その

ため、三重県内医療機関（35 機関）の病院長を対象にアンケートを実施し、計 28機関から回

答を得た。 

【設問５－１】において、自身の機関のスタッフに本専攻への進学を「推奨したい」もしく

は「条件が合えば推奨したい」と回答した医療機関は 24機関（85.7％）となった。（表４） 

表４：設問５－１「医療 DXの推進に必要なスキルアップのため、貴機関のスタッフに「デジ

タルヘルス専攻」への進学を推奨したいと思いますか」への回答結果

項目 機関数 割合 

推奨したい 2 7.1％ 

条件が合えば推奨したい 22 78.6％ 

推奨しない 4 14.3％ 

また、【設問５－１】で「推奨したい」と回答した機関では、今後４年間で進学を推奨した

い人数を２名としている。（表５） 

表５：設問５－２「（【設問５－１】で「推奨したい」と回答された場合、）今後４年間で進学

を推奨したいスタッフの数（累計）を教えてください」への回答結果 

項目 機関数 割合 

１人 0 0.0％ 

２人 2 7.1％ 

３人以上 0 0.0％ 

この結果から、【設問５－１】で「推奨したい」と回答した機関から本専攻への１年間の志

願者数（推計）を以下のとおり算出する。 

（４年間で推奨したいスタッフ数）×（回答機関数） 

＝２名×２機関 

＝４名（４年間の志願者数）    １年間の志願者数 １名 

さらに、【設問５－１】で「条件が合えば推奨したい」と回答した機関では、オンデマンド

型を含む講義のオンライン受講や講義の昼夜開講等の条件が合えば、スタッフの進学を推奨

したいとの回答を得た。（表６） 

表６：設問５－３「（【設問５－１】で「条件が合えば推奨したい」と回答された場合、）どの

― 学生確保（本文） 5 ―



ような条件が合えば推奨したいですか」への回答結果（複数回答） 

項目 機関数 割合 

オンデマンド型を含む講義のオンライン受講 20 71.4％ 

講義の昼夜開講 10 35.7％ 

計画的に就学期間を延長する長期履修制度 6 21.4％ 

入試における社会人特別選抜の実施 2 7.1％ 

その他 1 3.6％ 

この結果に加え、以下の予定及び仮定条件を考慮した上で、【設問５－１】で「条件が合え

ば推奨したい」と回答した機関から本専攻への１年間の志願者数（推計）を以下のとおり算出

する。（表７） 

予定）本専攻では、「どのような条件が合えば推奨したいか」という設問で提示した条件を

全て満たす。 

仮定）条件が合った場合、各機関からの４年間の推奨スタッフ数は１名とする。 

表７：条件が合った場合の志願者数（推計） 

条件 計算式※ １年間の志願者数（推計） 

オンデマンド型を含む講義

のオンライン受講 
20機関×1名÷4年間 5.0名 

講義の昼夜開講 10機関×1名÷4年間 2.5名 

計画的に就学期間を延長す

る長期履修制度 
6機関×1名÷4年間 1.5名 

入試における社会人特別選

抜の実施 
2機関×1名÷4年間 0.5名 

※計算式

（各条件の回答機関数）×（各機関からの４年間の推奨スタッフ数 １名）÷４年間 

＝１年間の志願者数（推計） 

表７で求めた各条件の１年間の志願者数（推計）の平均を【設問５－１】で「条件が合えば

推奨したい」と回答した機関から本専攻への１年間の志願者数（推計）とする。 

（5.0＋2.5＋1.5＋0.5）÷4 ≒ 2.4名（１年間の志願者数） 
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以上から、医療機関からの年間志願者数（推計）は以下のとおり算出する。 

（【設問５－１】で「推奨したい」と回答した機関からの志願者数）＋（【設問５－１】で「条

件が合えば推奨したい」と回答した機関からの志願者数） 

＝1 名＋2.4 名 

＝3.4名 

≒3名 … Ⅲ 

ⅰ）及びⅱ）から、本専攻への入学年度別の志願者数及び志願倍率（推計）を表８のとおり算出

する。 

表８：入学年度別の志願者数及び志願倍率（推計） 

入学年度 

志願者数（単位：名） 
志願倍率 

（推計）※ 
工学部 

【ⅰ）Ⅰ及びⅡ】 
医療機関 
【ⅱ）Ⅲ】 

合計 

令和９年度 29 3 32 3.2 

令和 10年度 22 3 25 2.5 

※入学定員 10 名と設定した場合

以上のことから、適切な選抜を実施した上で、入学定員を充足できると考えられる。 
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②新設組織の定員設定理由

「①新設組織の定員充足の見込み」で述べたとおり、本学工学部生及び三重県内医療機関を対

象に実施したアンケート調査の結果から、本専攻への十分な進学ニーズがあると考えられる。 

 また、本専攻では、実際の医療現場でのプロジェクトに参画し、医療分野における DX の考え

方や実現方法などについて、プロジェクトベース型の実習を通じて学ぶ。実習は本学医学部附属

病院のほか、本学と連携して DX プロジェクトに取り組んでいる県内の医療機関で実施すること

としており、現在予定している実習先と受入可能人数は表９のとおり。 

表９：実習先及び受入可能人数 

実習先 受入可能人数 

三重大学医学部附属病院 10名程度 

連携医療機関 計 10名程度 

桑名市総合医療センター 1、2名程度 

三重県立総合医療センター 1、2名程度 

鈴鹿中央総合病院 1、2名程度 

永井病院 1、2名程度 

松阪中央総合病院 1、2名程度 

伊勢赤十字病院 1、2名程度 

合計 計 20名程度 

本実習は１、２年次とも通年で行うため、実習先の受入可能人数が本専攻の収容定員の上限と

なる。 

以上から、本専攻の収容定員を 20名、入学定員を 10名と設定する。 
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（２）学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

①本学工学部生を対象とした取組

学部段階からヘルスケア分野に関心を持つ学生を本専攻へ円滑に接続することを目的とし

て、以下の取組を行う。 

・本学工学部内説明会及びガイダンスの定期実施

本学工学部の電子情報工学コース及び情報工学コースの３年次学生を主な対象とし

て、オンライン説明会や研究室単位での小規模説明会を実施し、デジタルヘルスの社会

的意義、カリキュラム内容、期待されるキャリアパス等を紹介する。 

・デジタルヘルス関連研究の紹介

教員や大学院生が学内行事においてデジタルヘルスに関連する研究成果を紹介する

ことにより、学部学生が本専攻における具体的な研究テーマを理解できるようにする。 

・広報資料の整備

配布用リーフレットを作成し、学内掲示板や工学部ウェブサイト等で情報発信を行う。 

これらの取組により、学部からの内部進学希望者を安定的に確保できる見込みである。 

②医療機関等に従事する社会人を対象とした取組

前述の三重県内医療機関を対象としたアンケート結果において、回答した医療機関の約８割

が、自機関のスタッフに本専攻への進学を「推奨したい」または「条件が合えば推奨したい」

と回答しており、社会人層からの一定の需要が見込まれることが示された。 

県内医療機関の医療技術者を主な対象として、次のような取組を行う。 

・長期履修制度の導入

本学の他専攻と同様に長期履修制度を導入し、社会人学生が業務と両立しながら修学

できるよう柔軟な履修計画を支援する。個々の勤務形態に応じて履修期間を延長できる

本制度により、無理のない学修環境を整備する。 

・オンデマンド型を含む講義のオンライン開講による受講場所・時間の柔軟性の確保

オンデマンド型を含む講義のオンライン開講を導入し、社会人学生が自身の就業先か

らの受講や就業時間外の受講がしやすい体制を整える。 

・関係医療機関への周知

本学医学部附属病院や県内主要医療機関において説明資料を配布するとともに、本学

医学部と関係の深い病院を会員とする三重大学関係病院長会議等の場を活用して本専

攻の周知を図る。 

これらの取組を通じて、現職医療従事者の学び直しニーズに対応し、社会人学生の安定的な

確保を目指す。 

③その他の学生確保に向けた取組と見込まれる効果

海外の先行事例から、工学系・医療系に限らず幅広い分野の学生や社会人がデジタルヘルス

分野に関心を持つ可能性が示されているため、本専攻では以下の取組を行う。 
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・学内外を対象とする説明会の実施・活用

本専攻に関心を持つ学内外の方を対象に説明会を実施する。また、本学の各学部・研

究科で実施される本学学生向け進路説明会や学外の方も参加可能な大学院進学希望者

向け説明会等の既存の説明会を活用し、幅広い分野からの進学希望者を募集する。 

・リカレント教育講座との連携

本学では令和７年度リカレント教育講座として「未来を創る医療ＤＸ推進講座」を開

講しており、受講者に対して本専攻を案内する。（受講登録者数：82名（令和７年 11月

14日時点）） 

・大学院全体の広報活動や地域連携イベントでの紹介

大学院全体の広報活動や地域イベントにおいて本専攻を紹介し、他大学卒業生や社会

人層への認知度を高める。 

・関連学会での情報発信

デジタルヘルスに関連する学会においてポスターの掲示やリーフレットの配布を実

施し、他大学の教員や他大学卒業生、社会人層への認知度向上を図る。 

・産学官連携活動における情報発信

自治体や企業、医療機関との共同研究や共催講演会等を通じて、本専攻の教育研究内

容を社会に発信し、潜在的志願者層の拡大を図る。 

これらの取組により、学内外からの多様な志願者の確保と、地域社会におけるデジタルヘル

ス人材育成の拠点形成が期待される。
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（３）新設組織で養成する人材の社会的要請及び人材需要の動向 

①新設組織で養成する人材の社会的要請

近年、我が国においては医療の高度化や少子高齢化に伴う医療需要の増加、医療従事者の

働き方改革などを背景に、医療分野のデジタルトランスフォーメーション（以下「医療 DX」

という。）が喫緊の課題となっている。政府は「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（骨太

方針 2022）で医療 DX の推進を重要施策に位置付け、これを受けて厚生労働省は「医療 DX令

和ビジョン 2030」推進チームを設置し、全国医療情報プラットフォームを通じて医療・介

護・保健の情報を共有・利活用できる仕組み、AIホスピタルの推進及び実装、オンライン診

療及び PHR（Personal Health Record）の活用など、デジタル技術を基盤とした新たな医療提

供体制の構築を進めている。しかしながら、医療 DXの推進に必要な、医療とデジタル技術の

双方を理解し、現場の課題を技術的に解決できる専門的人材の確保・育成が依然として課題と

なっている。 

このような背景のもと、本専攻では、医療現場や地域医療機関等が直面する課題を理解

し、AI・IoT・データサイエンス等のデジタル技術を活用して課題解決を実践できる「医療 DX

人材」を養成することを目的とする。すなわち、医療者とエンジニアの専門知識を架橋し、デ

ジタル技術を医療現場に安全かつ有効に実装することのできる橋渡し型の高度専門職人材を育

成する。 

医療 DXを担う人材の不足は全国的な課題であり、現場では、デジタル技術を医療の質向上

や業務効率化に結びつけるための専門的人材の育成・確保が求められている。こうした人材に

は、情報工学、医療情報、データサイエンス（統計解析を含む）、倫理及び制度を横断的に理

解し、医療現場の課題を技術的かつ社会的観点から解決に導く能力が必要とされている。 

 このような複合的スキルの重要性は国際的にも指摘されており、世界保健機関（WHO）の

「Global Strategy on Digital Health 2020–2025」では、デジタルヘルスを実装・推進する

ための人材育成と能力強化が主要な戦略目標の一つとして掲げられている（WHO, 2021）。ま

た、経済協力開発機構（OECD）は「Skills for the Future Health Workforce」において、医

療従事者がデジタル技術、データ利活用、倫理的判断を総合的に扱える能力を育成することの

重要性を強調している（OECD, 2023）。 

特に欧州では、英国、オランダ及びデンマークなどで医療、情報及びデータ科学を統合的に

学ぶ修士課程（MDH：Master of Digital Health）が設置されており、2025年 11月には国際

的な教育連携体制「MDH Alliance」（Master of Digital Health Alliance）の設立を支持する

宣言（「Pfarrkirchen Declaration」）が採択された。同アライアンス構想では、国際的に認知

可能なデジタルヘルスの能力基盤や教育枠組みの整備、継続的な教育改善の原則などを共有

し、将来的な国際協力・教育連携の基盤を形成することが意図されている。 

こうした国際的潮流に呼応し、本専攻では、医療情報学、AI応用、データサイエンス、ヘ

ルスケアマネジメント、医療倫理・法制度等を体系的に学び、PBL（Problem Based

Learning）及び現場実践型プロジェクトを通じて応用能力を修得する教育課程を構築する。修

了生は、医療機関、自治体、医療関連企業及びヘルステック産業などにおいて、医療データ解
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析、情報システム設計・運用、遠隔医療支援及び PHR・AI医療機器開発など、医療 DXを支え

る幅広い職域での活躍が見込まれる。 

②人材需要に関するアンケート調査

本専攻で養成する人材の必要性・需要について調査するため、本学工学部・工学研究科学生

の就職実績のある情報関連企業、本学医学部附属病院への納入実績のある医療情報関連企業等

へアンケートを実施し、計 22社から回答を得た。（参考資料 03）

貴社において本専攻で育成する人材は必要だと考えるか、という設問に対し、「とても必要だ

と思う」「ある程度必要だと思う」という肯定的な回答が大半を占めている。（表 10） 

また、本専攻を修了した学生を貴社で採用したいか、という設問に対しては、「是非採用した

い」「前向きに検討したい」という回答が８割に上っている。（表 11） 

本専攻の設置に関するご意見・ご感想（自由回答）においても、「医療×ITで活躍いただける

学生の方がいましたら積極的に採用をしたい」「ヘルスケア×IT の知識をもつ学生は歓迎いた

します」等の回答を得ており、本専攻で養成する人材への需要は十分にあると考えられる。 

表 10：設問３「貴社において『デジタルヘルス専攻』で育成する人材（医療現場の抱える課題

を理解し、デジタル技術を効果的に導入・活用してソリューションを提案・実践できる人

材）は必要だと考えますか」への回答結果 

項目 企業数 割合 

とても必要だと思う 13 59.1％ 

ある程度必要だと思う 7 31.8％ 

どちらとも言えない 0 0.0％ 

あまり必要だと思わない 2 9.1％ 

まったく必要だと思わない 0 0.0％ 

表 11：設問５「『デジタルヘルス専攻』を修了した学生を貴社で採用したいと思われますか」へ

の回答結果 

項目 企業数 割合 

是非採用したい 9 40.9％ 

前向きに検討したい 9 40.9％ 

わからない 2 9.1％ 

あまり検討しない 2 9.1％ 

まったく検討しない 0 0.0％ 
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氏名

＜就任（予定）年月＞

― 学長
伊藤
イトウ

　正明
マサアキ

＜令和３年４月＞

医学博士
三重大学 学長

（令和3.4～令和9.3）

現　職
（就任年月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専 教授
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾈｵ
近藤 峰生

＜令和9年4月＞
博士（医学）

知的財産・研究インテグリ
ティ・ELSI
デジタルヘルス実践実習Ⅰ
デジタルヘルス実践実習Ⅱ
デジタルヘルス特別研究Ⅰ
デジタルヘルス特別研究Ⅱ

1・前

1・通年
2・通年
1・通年
2・通年

2

2
2
4
4

1

1
1
1
1

三重大学大学院医学系研究科　教授
（平成23年8月）

5日

2 専 教授
ﾅﾙｼﾏ ﾐﾂﾅｶﾞ
成島　三長

＜令和9年4月＞
博士（医学）

医療従事者から学ぶ医療現場の
課題
デジタルヘルス実践実習Ⅰ
デジタルヘルス実践実習Ⅱ
デジタルヘルス特別研究Ⅰ
デジタルヘルス特別研究Ⅱ

1・後

1・通年
2・通年
1・通年
2・通年

2

2
2
4
4

1

1
1
1
1

三重大学大学院医学系研究科　教授
（平成29年4月）

5日

3 専 教授
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
河口　浩介

＜令和9年4月＞
博士（医学）

医療従事者から学ぶ医療現場の
課題
デジタルヘルス実践実習Ⅰ
デジタルヘルス実践実習Ⅱ
デジタルヘルス特別研究Ⅰ
デジタルヘルス特別研究Ⅱ

1・後

1・通年
2・通年
1・通年
2・通年

2

2
2
4
4

1

1
1
1
1

三重大学医学部附属病院　教授
（令和6年1月）

5日

4 専 教授
ｵｸｶﾞﾜ ﾖｼﾅｶﾞ
奥川　喜永

＜令和9年4月＞
博士（医学）

デジタルヘルス実践実習Ⅰ
デジタルヘルス実践実習Ⅱ
デジタルヘルス特別研究Ⅰ
デジタルヘルス特別研究Ⅱ

1・通年
2・通年
1・通年
2・通年

2
2
4
4

1
1
1
1

三重大学医学部附属病院　教授
（令和3年7月）

5日

5 専 教授
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ
川口　晃司

＜令和9年4月＞
博士（医学）

デジタルヘルス実践実習Ⅰ
デジタルヘルス実践実習Ⅱ
デジタルヘルス特別研究Ⅰ
デジタルヘルス特別研究Ⅱ

1・通年
2・通年
1・通年
2・通年

2
2
4
4

1
1
1
1

三重大学医学部附属病院　教授
（令和7年4月）

5日

6 専 教授
ｷﾀｶﾞﾜ ｶｸﾔ
北川 覚也

＜令和9年4月＞
博士（医学）

デジタルヘルス概論
デジタルヘルスと医療・社会シ
ステム
製品開発戦略とプロダクトマネ
ジメント
デジタルヘルスビジネス戦略
事業計画演習
デジタルヘルス実践実習Ⅰ
デジタルヘルス実践実習Ⅱ
デジタルヘルス特別研究Ⅰ
デジタルヘルス特別研究Ⅱ

1・前
1・後

2・前

2・前
2・後
1・通年
2・通年
1・通年
2・通年

2
2

2

2
2
2
2
4
4

1
1

1

1
1
1
1
1
1

三重大学研究基盤推進機構　教授
（令和7年10月）

5日

担当授業科目
の名称

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る研
究科等の職務
に 従 事 す る
週当たり平均
日 数
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教 員 の 氏 名 等
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番号
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7 専 教授
ﾀﾏﾙ ｻﾄｼ

田丸　智巳
＜令和9年4月＞

博士（医学）

ヘルスケアインテリジェンス演
習
知的財産・研究インテグリ
ティ・ELSI

1・前

1・前

2

2

1

1
三重大学医学部附属病院　教授
（平成31年4月）

5日

8 専 准教授
ﾌﾛﾘｱﾝ　ﾐﾋｬﾚｸ

Florian Michallek
＜令和9年4月＞

博士（医学）
デジタルインテリジェンス特論
デジタルヘルスソリューション
演習

1・前
1・後

2
2

1
1

三重大学大学院医学系研究科　寄附講
座准教授
（令和6年4月）

5日

9 専 講師
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ
藤原　直人

＜令和9年4月＞
博士（医学）

医療従事者から学ぶ医療現場の
課題

1・後 2 1
三重大学医学部附属病院　講師
（令和7年10月）

5日

10 専 講師
ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾋﾛ
藤井　武宏

＜令和9年4月＞
博士（医学）

ヘルスケアインテリジェンス演
習
医療従事者から学ぶ医療現場の
課題
病院情報システム

1・前

1・後

1・前

2

2

2

1

1

1

三重大学医学部附属病院　講師
（令和3年3月）

5日

11 専 助教
ｲｹﾉﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

池之山　洋平
＜令和9年4月＞

博士（医学）
医療従事者から学ぶ医療現場の
課題

1・後 2 1
三重大学医学部附属病院　助教
（令和5年7月）

5日

12 専 助教
ﾏｷ ﾋﾛｱｷ
牧　浩昭

＜令和9年4月＞
短期大学卒 デジタルヘルス概論 1・前 2 1

三重大学大学院医学系研究科　寄附講
座助教
（令和3年4月）

5日

13 専 助教
ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ
杉谷　侑亮

＜令和9年4月＞
修士（工学）

ヘルスケアインテリジェンス演
習
製品開発戦略とプロダクトマネ
ジメント

1・前

2・前

2

2

1

1
三重大学研究基盤推進機構　助教
（令和7年10月）

5日

14 その他 教授
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

田辺　正樹
＜令和9年4月＞

博士（医学）
ヘルスケアインテリジェンス演
習

1・前 2 1
三重大学みえの未来図共創機構　教授
（令和6年4月）

15 その他 教授
ﾏｽﾔ ﾏｻﾋﾛ
桝屋 正浩

＜令和9年4月＞
博士（医学）

医療従事者から学ぶ医療現場の
課題

1・後 2 1
三重大学大学院医学系研究科　教授
（令和2年4月）

16 その他 教授
ﾓﾓｻｷ ﾘｮｳ
百崎 良

＜令和9年4月＞
博士（医学）

医療従事者から学ぶ医療現場の
課題

1・後 2 1
三重大学医学部附属病院　教授
（令和2年3月）
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17 その他 教授
ﾀﾜﾗ ｲｻｵ
俵 功

＜令和9年4月＞
博士（医学）

臨床医学概論（デジタルヘル
ス）

1・後 2 1
三重大学大学院医学系研究科　教授
（令和2年7月）

18 その他 教授
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽｺ
坂東 泰子

＜令和9年4月＞
博士（医学）

デジタルヘルスと医療・社会シ
ステム

1・後 2 1
三重大学大学院医学系研究科　教授
（令和5年4月）

19 その他 教授
ｶﾜﾅｶ ﾋﾛﾊﾙ
川中 普晴

＜令和9年4月＞
博士（工学）

統計・機械学習基礎論
デジタルヘルスソリューション
演習
情報セキュリティ特論
国際医療情報規格と相互運用性
デジタルヘルスビジネス戦略

1・前
1・後

2・前
1・後
2・前

2
2

2
2
2

1
1

1
1
1

三重大学大学院工学研究科　教授
（平成18年4月）

20 その他 教授
ﾕﾀﾞ ｴﾐ

湯田 恵美
＜令和9年4月＞

博士（工学） ウェアラブル・IoTシステム特論 1・後 2 1
三重大学研究基盤推進機構　教授
（令和6年11月）

21 その他 教授
ｱｵｷ ﾏｻｵ

青木　雅生
＜令和9年4月＞

博士（経営学）
製品開発戦略とプロダクトマネ
ジメント
デジタルヘルスビジネス戦略

2・前

2・前

2

2

1

1

三重大学教育推進・学生支援機構
教授
（令和6年4月）

22 その他 准教授
ﾓﾘﾀ ｹﾝﾄ

盛田 健人
＜令和9年4月＞

博士（工学）
デジタルインテリジェンス特論
デジタルヘルスソリューション
演習

1・前
1・後

2
2

1
1

三重大学大学院工学研究科　准教授
（平成31年4月）

23 その他 准教授
ｶﾉｳ ﾐｷﾋﾄ
狩野 幹人

＜令和9年4月＞
博士（学術）

知的財産・研究インテグリ
ティ・ELSI

1・前 2 1
三重大学研究・社会連携統括本部
准教授
（令和6年4月）

24 その他 講師
ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ
岩本 彰太郎

＜令和9年4月＞
博士（医学）

医療従事者から学ぶ医療現場の
課題

1・後 2 1
みえキッズ＆ファミリーホームケアク
リニック院長
(令和5年8月)

25 その他 助教
ﾐﾂﾊｼ ｲﾁﾛｳ
三橋 一郎

＜令和9年4月＞
博士（工学）

知的財産・研究インテグリ
ティ・ELSI

1・前 2 1
三重大学研究・社会連携統括本部
助教
（令和6年4月）

26 その他 助教
ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
北島 巧海

＜令和9年4月＞
博士（医学） 統計・機械学習基礎論 1・前 2 1

三重大学工学研究科　助教
（令和6年10月）
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 1人 5人 1人 人 人 7人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 1人 人 人 人 人 人 1人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 1人 人 人 人 2人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 人 人 人 人 1人

修 士 人 1人 人 人 人 人 人 1人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 1人 人 1人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 1人 3人 6人 1人 人 人 11人

修 士 人 1人 人 人 人 人 人 1人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 1人 人 1人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

４　「基幹教員の年齢構成・学位保有状況」欄の「基幹教員」は，大学院の研究科又は研究科の専攻の場合，「専任教員」と読み替えること。

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，基幹教員についてのみ作成すること。

５　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

講 師

助 教

合 計

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授

准 教 授
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